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　 　 　　 　ビル ト ゥチ の処 刑

一ボ リビア ・アマ ゾンの一殺人事件 とその記憶一

　 　 　　 齋 　 　藤 　 　 　 　 晃*

          The Execution of Virtuchi: 

A Murder Case and Its Memory in the Bolivian Amazon

Akira Saito

　ボ リビア ・アマ ゾンの モホス地方の先住 民族 トリニタ リオのあいだに は,近

年 まで,専 門の霊媒師が死者の親族の依頼 を受 けて,故 人の霊 を呼び出す とい

う降霊術 が存在 していた。降霊術にや って くる死者はすべて先 住民 だが,白 人

で唯 一,ビ ル トゥチとい う大昔の殺人者がたびたび現れ,失 踪者 の居所や紛失

物のあ りかを告 げるこ とで,魂 の救済に不 可欠 なキ リス ト教 の祈 りを受 け取 っ

ていた。本論 は,な にゆ え先住民の降霊術に 白人の殺人者の霊が呼び出され る

のか とい う疑問 に答える試み であ る。

　歴 史資料 に よれば,ビルトゥチ は20世 紀初め,殺 人の餐で公 開の銃殺刑 に処

せ られた。彼 の処刑 は,成 立後間 もないモホス地 方の司法機 関が執行 した最初

の処刑 であ り,共 和 国政府がその権力を誇 示す る最初の機会 だった。他方,処

刑 とい う国家儀礼 を初めて 目に した先住民に とって,そ れは衝撃的 な出来事で

あ り,そ の衝撃 が後 にビルトゥチ に まつわ る特 異な信仰 と伝承 として具体化 し

たのだ と推定 され る。

　筆者 の考え では,先 住民に とって ビル トゥチの処刑は,そ れ 以後 国家が神に

な りかわ って罪 を裁 くのだ とい うことを宣 言す る儀礼的演出にほか ならなか っ

た。 こうした国家 司法 の概念は,罪 を裁 く権利 を神にのみ認 める先住民 の司法

概念 と真 っ向か ら衝突す るものだ った。本論は,ビ ル トゥチにまわ つる トリニ

タ リオの信仰 と伝承 を,国 家に よる司法的正義の独占に対する彼 らの批判,お

よびその転覆 の試み として読み解 こ うとす るものである。

*国 立民族学博物館博物館民族学研究部

Key Words : Bolivian Amazon, Trinitarios, cult of the dead, colonial situation, State 
         administration of  iustice
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   Until recently, the Trinitarios, an indigenous people of the Moxos 
region of the Bolivian Amazon, occasionally held seances where the 

medium invoked the spirits of the dead at the request of their living 

relatives. The dead who came to the seances were all but one indigenous 

people. The only exception was Virtuchi, a white man who is said to 
have been a murderer in the remote past. He would often come to the 

seances and tell the Trinitarios where they could find a missing person or 

object and, in exchange for this service, receive Christian prayers which 

were indispensable for his salvation. In this paper, I will try to answer 

the question why the spirit of a white murderer was invoked at the in-

digenous seances. 

   Historical sources indicate that Virtuchi was charged with a murder 

and publicly executed by a firing squad at the beginning of the 20th 

century. This was the first public execution in the Moxos region, an 

ostentatious manifestation of the power of the newly formed local 

judicial apparatus. It can therefore be assumed that the indigenous 

people, who theretofore had never witnessed such an event, would likely 
have been profoundly impacted by the experience and this would sub-

sequently have given rise to their peculiar beliefs and traditions con-

cerning Virtuchi. 

   It is my intention to show that the execution of Virtuchi was, from 

the viewpoint of the indigenous people, an effectively performed ritual 

proclamation that the State would thereafter take hold of the adminis-
tration of justice and thereby replace God as the dispenser of justice. 

This concept of State justice would inevitably have clashed with the in-

digenous concept of divine justice. This paper will interpret the beliefs 

and traditions concerning Virtuchi as a narrative of criticism and sub-

version of State monoply of justice.

1.は じめ に

2.殺 人 者 の 記憶

　 2.1　 ト リニタ リオ と い う人h

　 2.2　 ビル トゥチ の伝 承

　 2.3記 憶 の用 途

3.歴 史 資 料 が語 る も の

　3.1殺 人事件 の再構成

　3.2　事件の社会的背景

4.国 家儀礼 とその転覆

　4.1銃 殺 と賄罪

　4.2　国家に よる司法的正義の独 占

5.　おわ りに
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齋藤　　ビルトゥチの処刑

　 1.は じ め に

　わたしがその男のことを初めて耳に したのは,1996年2月,ボ リビア ・アマゾンの

一村落で,年 輩の女性と話をしているときのことである1)0雨季のさか りのむ し暑い

午後,日 干しれんがでできた薄暗い家のなかで,彼 女が語ってくれた不思議な話を,

地 図1　 ボ リビア共和 国
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地図2　 ベニ県
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メモを取るのをしばし忘れて聞き入ったことを,い までもよく覚xて いる。

　 1994年10月 以来わた しは,ボ リビア共和国ベ ニ県 モホス郡で,ト リニタ リオ

(trinitario)と名乗る人々を対象に民族学的調査を行っていた。彼らは17世紀末か ら

約1世 紀にわた り同地方に存在 したイエズス会 ミッシ ョンのもと成立 した民族であ

り,イ エズス会時代に連なる宗教的色彩の濃い文化を保持 している。

　当時わた しがとりわけ興味を持ち,彼 らとの会話のなかで好んで取 り上げたテーマ

は,数 年前まで彼らのあいだに存在 していた一種の降霊術である。これは,専 門の霊

媒師が死者の親族の依頼を受けて,故 人の霊を呼び出すものである。その目的は,死

者の死因を探 る,失 踪者の居所や紛失物のあ りかを突き止める,盗 難があった ときに

犯人を特定するなど,さ まざまである。降霊術は通常,日 が暮れてから,依 頼人の家

で行われる。聖人像をまつった祭壇が しつらえられ,死 者をもてなすための食べ物,

飲物が用意される。祭壇の周囲には蚊帳やシーツで囲いがもうけられ,霊 媒師以外の

人々は囲いの外側に着席する。準備が整 うと,ろ うそくが消され,暗 闇のなか,死 者

がひとり,ま たひとりとやってくる。現世に戻 った死者は,自 分の名前を名乗 り,親

族 と言葉を交わし,彼 らの質問に答えて くれる。

　先の年輩の女性との会話では,彼 女が幼いころ,母 親Y>付 き添われて参加 した降霊

術が話題になっていた。依頼人の男性が,彼 の母親が生前,家 の床に埋めた金の装身

具のあ りかを探るため,霊 媒師に彼女の霊を呼び出してもらう,と い うものだ った。

しか し,現 れた母親の霊は,息 子の質問に答えることを拒んだ。とい うのも,そ もそ

も彼女が装身具を家の床に埋めたのは,息 子たちが欲に目が眩んで兄弟争いをするこ

とがないように,と いう理由からだったのだから。

　そこに,ビ ル トゥチ2)がいた。彼もまた霊媒師に呼ぼれてやってきた霊のひ とりな

のだが,先 の親子の会話を聞いていたのだろ う,沈黙を守る母親にかわって,こ う言っ

た という。「あそこだよ,あ の柱のところだ」。そ して,こ う付け加えたという。「お

まえたちがいくら探 しても,見 つからんだろ うな。動 くからね」。つまり,母 親の霊

が装身具をあちらこちら動かして,息 子たちが見つけられないようにしている。また

は,装 身具自体が動き回って,彼 らに見つからないようにしている,と い うのである。

　ビル トゥチという人物がわたしの興味をひいたのは,彼 が 「カラヤナ(carayana)」,

すなわち白人だからである。わたしの知るかぎり,彼 は トリニタリオの降霊術にやっ

てくる唯一の白人であり,ト リニタリオ自身もそのことを認めている。そ もそ も降霊

術は,ト リニタリナが他界した親族と言葉を交わ し,祈 りを捧げてその霊をな ぐさめ

るためのものである。それゆえ,ト リニタリオのあいだに親族を持たない白人の霊が
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降霊術にやってくることは,原 則としてありxな い。白人は トリニタリオの降霊術を

悪魔崇拝とみなして攻撃 しているし,ト リニタリオは トリニタリオで白人を無信仰と

みなし,彼 らが自分たちの宗教観を共有することを期待していない。

　 ビル トゥチの特異性は,そ の民族帰属だけではない。先の女性によれぽ,彼 は 「人

殺 し」なのだという。生前彼は,殺 人の各で役人に捕らえられ,公 開の銃殺刑に処せ

られたとい うのである。彼女自身はその処刑を見ていないが,彼 女の母親はそれを目

撃 し,そ のようすを彼女に語ってくれたという。

　 殺人という大罪を犯 した者なら,当然地獄にいるはずである。しか し,降霊術にやっ

てくる死者は,み な天国にいなければならない。とい うのも,天 国にいるからこそ,

神のごとく下界を隅々まで見渡せるのであ り,紛 失物のあ りかも,盗 人の身元も知る

ことができるのだから。地獄に落ちた者は,そ もそも地上に戻って くることはできな

いし,か りにできたとしても,生 者の質問には答えられないのである。

　 それでは,い ったいどうして 「カラヤナ」の 「人殺 し」が,ト リニタ リオの降霊術

にや ってくるのだろ うか。この人物のどのような特徴が,ト リニタリオの関心をひき

つけ,彼 らにその霊を呼び出すように促 したのだろうか。人を殺 したこと,そ して公

開の銃殺刑に処せ られたことには,ト リニタリオからみて,な にか特別な意味がある

のだろうか。あるとすれば,そ れはどのような意味か。本稿は,こ れらの一連の問い

Y'答えるための試みである。

　 ビル トゥチという歴史上さほど重要 とも思われない人物を,論 文の主題としてわざ

わざ取 り上げることは,正 当化を必要 とするだろう。わたしとしては,以 下のふたつ

の点を強調 したい。

　 (1)先 住民が表象する白人像の一例としてビル トゥチを分析することで,先 住民

が外来者である白人の存在をどのように理解 し,彼 らとどのような関係を結ぶことを

望ましいと考えているかを明らかにすることができる。

　 ラテンアメ リカでは通常,先 住民と白人との関係は,権 力の不均等な配分に基づく,

緊張 と軋礫に満ちた関係である。 トリニタリオのケースも例外ではない。約1世 紀に

わたるイエズス会 ミッショソ時代,彼 らは宣教師とのあいだに比較的安定 した協調関

係を築き上げ,独 自のキ リス ト教文化を創 り出した。 しかし,ミ ッション体制下の白

人 との協調は1767年 のイエズス会追放により破綻 し,そ れ以後白人は,お おむね彼ら

を抑圧 し,搾 取する存在 となった。 とりわけ19世紀中葉以降,大 勢の白人植民者がア

マゾソの天然資源を開発するためモホス地方に入植し,先 住民の土地と家畜を奪い,

彼らの労働力を搾取するようになった。現在ではあからさまな抑圧や搾取はなくなっ
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たが,先 住民と白人との不均衡な関係は依然として維持されている。

　一般に,先 住民は,白 人とはそもそもどのような存在であり,彼 らとどのような関

係を結ぶべきかについて独自の考えを持っている。彼 らの考えは,白 人文化のイデオ

ロギー的圧力騨えに,例 外的にしか声高に主張されることはない。それ らは通常,先

住民文化の要素を色濃 くとどめる儀礼や伝承に,つ つましやかに表現されているにす

ぎない。

　 ラテソアメリカはそのような事例に事欠かない。一例として,ア ンデス高地の殺人

鬼の伝承を取 り上げてみ よう3}0ナカフ(nakaq),ピ シュタコ(pishtako),カ リシリ

(kharisiri)な どと呼ぼれるこの想像上の存在は,白 人の姿をしているが,魔 法の粉

で先住民を昏睡させ,そ の脂肪を抜き取って殺害する。抜き取られた脂肪は,以 前は

教会の鐘を鋳造した り,薬 を調合 した りするのに使われたが,現 在では産業機械や自

動車,飛 行機,コ ンピューターなどの潤滑油として使われる。この殺人鬼の伝承には,

アソデス高地の先住民が,白 人 とその文化に対 して抱いている両義的な感情,す なわ

ち抑えがたい羨望の念と根深い不信感が,象 徴的に表明されている。先住民は,彼 ら

の生命力を奪い取る殺人鬼を恐れ,忌 み嫌いながらも,そ の魔力に魅了され続けてい

るのである。

　先住民の伝承にうかがわれる彼らの白人観は,長 年にわたる白人 との交渉の過程で

形成されたものであり,い わば歴史的に濾過 され,凝 縮されたものである。それは,

伝承を受け継いできた大勢の人々により匿名化され,社 会化された観念であ り,そ れ

ゆえ高度に寓意的,象 徴的である。だからこそ,そ の観念は,状 況の変化に適応する

力を持ち,決 定的瞬間には,多 くの人hの 心をとらえることができる。実際,先 の殺

人鬼の伝承は,1980年 代後半,左 翼ゲリラの活動が活発化するペルーにおいて,大 流

行をみているのである。

　同様に,ト リニタリオが語るビル トゥチの伝承も,彼 らの白人観を象徴的に表明し

ていると考えることはできないだろうか。伝承のなかV'登場す るビル トゥチがその歴

史性をとどめている以上,彼 の姿をそっくりそのまま トリニタリオにとっての白人一

般の象徴とみなすことはむずかしいだろ う。 しか し,少 なくとも,ト リニタリオが白

人との交渉を通 じて培った歴史的経験の一部が,な んらかのかたちで伝承のなかに込

められていることを示す徴候としてビル トゥチの白人性を解釈することは,無 理なこ

とではないだろう。

　 (2)ビ ル トゥチにまつわる現在の伝承を分析することで,そ のもととなった過去

の出来事を再構成することができる。とりわけ,現 在の伝承は,当 時の トリニタ リオ
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が ビル トゥチの殺人事件をどのように受け止め,そ こにどのような意義をみとめたか

を解明するための有益な手がか りを提供 してくれる。

　 ビル トゥチの伝承の特異性は,そ の明白な歴史性にある。わたしのイソフォーマソ

トが語ったそのとおりではないにしても,そ のもととなった出来事はまちがいな く存

在 し,過 去の記録を調べれば,そ れをある程度復元することができるのである。

　ただし,文 字記録は白人が書き残 したものである以上,先 住民への言及にとぼしい。

また,そ のわずかばか りの言及も,白 人の観点からなされてお り,客 観的な記述には

ほど遠い。それゆえ,文 字記録から先住民の行動な り思考な りを再構成することは,

困難をきわめる。他方,先 住民の口頭伝承は,文 字記録のような同時代性を持たない

が,た しかに先住民自身の考えを反映 しているという利点を持つ。たとえその考えが

白人文化の影響から自由になっていないとしても。

　わたしの考えでは,ビ ル トゥチにまつわる信仰 と伝承の根底には,彼 の殺人事件が

当時の トリニタリオに与えた心理的衝撃がある。その衝撃が,彼 の名を伝承にとどめ,

その余波が現在にまで及んでいるのである。そして,前 述のように,そ の衝撃は先住

民 と白人が関係を取 り結ぶその境界線上で発生 したものである可能性が高い。わた し

はそれを復元 したいと考えている。

　たしかに,ビ ル トゥチの伝承は,過 去の記憶そのものではなく,過 去の記憶の現在

における再利用である。それは,過 去に起 きた出来事の忠実な再現などではな く,過

去の記憶が現在の用に供されるため手を加えられたものである。とりわけ,霊 媒師が

降霊術の会衆に対する効果を計算 した うえでビル トゥチの記憶を操作 していることは

明らかである。もっとも,だ からといって,現 在の伝承は過去の出来事とまった く無

関係に成 り立 っている,と い うことにはならない。歴史的伝承は,過 去と現在 の共鳴

のもとに成立 しているのが常であ り,前 者が100パ ーセン ト後者の創作であることは

まずない。わたしは,現 在の伝承と過去の出来事を結ぶかぽそい糸を,危 険を承知で

あえてたぐりよせてみたいのである。

2.殺 人者 の記憶

2.1　 ト リ ニ タ リオ と い う人 々

　 ト リニタ リオは 現 在,ボ リビア共 和 国ベ ニ県 の セル カ ド,マ ルバ ン,モ ホ ス の3郡

に また が って 住 ん で い る。 彼 らの人 口は,1990年 代 中葉 の 国 の統 計 調 査Y'よ れ ば9813
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齋藤　　ビル トゥチの処刑

人 で あ り(Bolivia　 l995:755),お も な人 口密 集 地 区 は ベ ニ県 の 首 都 トリニ ダ と,モ

ホ ス郡 の サ ン ・ロ レ ソ ソとサ ン ・フラ ン シス コで あ る。 彼 らの居 住 地 域 は 大 部分,モ

ホ ス平 原 と呼ば れ る熱 帯 サ バ ソナ に属 して お り,そ の た め1年 を通 じて気 温 が 高 く,

降水 量 が 多 い。 彼 らの主 た る生 業 は,焼 き畑 農 耕 に よる米,マ ニオ ク,バ ナ ナな どの

栽 培,河 川 や湖 沼 での'�　 ,豚 や にわ と りの飼 育 な ど で あ る。20世 紀 初 め まで は,広

大 なサ バ ンナを 利 用 した牛 の牧 畜 が 盛 ん だ った が,現 在 では 畜産 業 は 白人 の 手 に握 ら

れ て い る。

　 民 族 学 の文 献 で は,ト リニタ リオ は 通 常,モ ヘ ー ニ ョ(moj　 eno)と 呼 ば れ る ア ラ

ワク語系 の民 族 の 下 位 集 団 と して 位 置 づ け られ て い る。 スペ イ ソ人 到 来 以 前 に モ ホ ス

平 原 に住 んで い た 諸 民族 は,17世 紀 末,イ エ ズ ス会 の宣 教 師 に よ りミ ッシ ョソへ と集

め られ た 。 そ れ らの民 族 の うち,イ エ ズ ス 会士 が モ ホ(mojo)と 呼 ん だ 人 々は,そ

の 大部 分 が ロ レー ト,ト リニ ダ,サ ン ・イ グ ナ シ オ,サ ン ・ハ ビエル の4つ の布 教 区

に 集 め られ た 。 以後,1767年 に 修 道 会 が スペ イ ン領 か ら追放 され る まで,彼 らは ミッ

シ ョン体 制 下 に 置 か れ,彼 らの 社 会 と文 化 は 根 本 的 に 再編 成 され た 。 そ の顕 著 な あ ら

われ が,布 教 区 を核 とす る民 族 の創 出 で あ る。 お そ ら く18世 紀 後 半,4つ の布 教 区 の

住 民 は,そ れ ぞ れ の 町 をアイデンティ テ ィの 基盤 に据 え る4つ の 民 族 を創 り出 した 。

ロ レー トの ロ レタ ノ(loretano) ,ト リニ ダ の ト リニ タ リオ,サ ソ ・イ グナ シオ の イ

グ ナ シ ア ノ(ignaciano),サ ソ ・ハ ビエ ル の ハ ベ リア ノ(javeriano)で あ る(齋 藤

1997)。 これ らの 民 族 は,近 年 消 滅 した ロ レタ ノを 除 い て,現 在 で も存 続 して い る。

　 トリニ タ リオ は,カ トリ ック信仰 を核 とす る宗 教 色 の濃 い文 化 を保 持 して い る。 彼

らが 「慣 習(costumbre)」 と呼 ぶ そ の 文 化 は,彼 ら と 白人 を区 別 す る最 大 の特 徴 で

あ り,彼 らが 彼 らで あ る こ との 証 で あ る。 「慣 習 」 は,祭 礼 を は じめ とす る さ ま ざ ま

な宗 教 的慣 行 の実 践 か ら成 り立 って い る。 列挙 す れ ば き りが な い が,守 護 聖 人祭,ト

リニ ダの大 祭 で あ る6月6日 の聖 十 字 架 顕 彰 の祭,ク リス マス か ら聖 週 間 まで の 一連

の行 事,聖 母 マ リア の信 心 講 の行 事,誕 生 か ら死 まで の さ ま ざま な通 過 儀 礼,死 者 の

冥 福 を祈 る儀 礼,ミ サ へ の 出席,な どな どで あ る。

　 トリニ タ リオ の 集 落 に は,r慣 習 」 の実 践 を 支 え る さ まざ ま な組 織 が存 在 す る。 そ

の うち も っ と も重 要 な の は,カ ビル ド(cabildo)と 呼 ばれ る評 議 会 で あ る。 カ ビル

ドは 集 落 の各 々に 存 在 し,成 人 男 性 全 員 の参 加 を原 則 とす る。 そ の役 割 は,祭 礼 の執

行 の ほ か,共 同 体 の 治安 維 持,紛 争 の調 停,共 有 財産 の管 理,公 共 の土 木 事 業 の 実 施,

対 外 折衝 な ど,広 範 囲 に 及 ぶ。 も っ と も,ト リニ ダや サ ソ ・ロ レ ン ソ,サ ソ ・フ ラ ソ

シス コな ど,白 人 との共 存 を余 儀 な くされ て い る集 落 で は,重 要 な政 治経 済 的 機 能 は
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共 和 国政 府 の役 所 に 奪 わ れ て お り,カ ビル ドの役 割 は宗 教 的 な も のに 限定 され て い る。

　 トリニ タ リオ の あ いだ に は,カ ト リッ ク信 仰 の ほか,必 ず しも カ トリ ック とは呼 べ

な い非 正統 的信 仰 も存 在 す る。悪 魔 信 仰,邪 術,死 者 信 仰,自 然 界 の精 霊 の 信仰,メ

シア ニ ズ ム信仰 な ど がそ うで あ る。 そ れ らの 信 仰 を非 正統 的 と呼 ぶ の は,ト リニ タ リ

オ 自身 が そ れ らを神 の信 仰 と異 な り,そ れ と対 立 す る もの とみ な して お り,そ れ らを

表 明 した り実 践 した りす る こ とに た め らいや う しろ め た さ を覚 え てい るか らで あ る。

奇 し くも,そ れ らの信 仰 は,ス ペ イ ン人到 来 以 前 の 土 着 の要 素 を も っ と も よ くと どめ

て い る もの で もあ る。先 に 言 及 した 降霊 術 も,そ うした 非 正 統 的信 仰 のひ とつ で あ る。

　 降霊 術 は,ト リニ タ リオ の あ らゆ る宗教 行 事 が そ うで あ る よ うに,祈 りと食 事 か ら

成 り立 って い る。 共 同 体 の 人 々が 集 会 所 に つ どい,祈 薦 師(doctrinero)の 導 きの も

と祈 りを 唱 え,食 事 を と もにす る こ とは,祭 礼 に不 可 欠 の 要 素 で あ る。 この祈 りと食

事 は,「 会食(comilona)」,ま た は 「施 し(limosna)」 と呼 ば れ る。「施 し」 とは,死

者 へ の施 しも の とい う意 味 で あ る。 祭 礼 の お りの共 同 の 祈 りと食 事 は,い か な る機 会

に 行 わ れ よ う とも,常 に 死 者Z'捧 げ られ て い るの で あ る。 食 べ物 と飲 物 で 死者 を もて

なす とい う考 え は,ラ テ ン ア メ リカ の先 住 民 の あ いだ で よ くみ うけ られ る。 トリニ タ

リオ の説 明 で は,死 者 は 肉 体 を持 た な い 「霊 魂(espiritu)」 で あ り,実 際 に飲 み 食 い

す る こ とは な い。 そ れ で も死 者 は,食 事 の 「生 命 力(alma)」,「 精 髄(espiritu)」,「 恵

み(gracia)」 な どを 味 わ うこ とが で き るそ うで あ る。

　 降 霊 術 は,そ れ 自体 と して特 別 の 名称 を持 た ず,単 に 「会 食 」,「施 し」 な ど と呼 ば

れ る。 も っ と もそれ は,祭 礼 のお りの 「会 食 」,「施 し」 とはか な り趣 を異 にす る。 後

者 が 日中,共 同 体 の集 会 所 で行 わ れ るの に対 し,前 者 は夜 の暗 闇 のな か,個 人 の 家 で

行 わ れ る 。 降 霊 術 を 取 り し き る霊 媒 師 は,ス ペ イ ソ語 で 「エ ス ピ リテ ィス タ(es-

piritista)」,ト リニ タ リオ語 で 「ムエ チ ュ ヒル ・ビヤ(muechjiru　 viya)」 と呼 ばれ る。

後 者 は 「神 に語 りか け られ た者 」 を 意 味 す る。 実 際,ト リニ タ リオ の霊媒 師 は召 命 型

で あ り,あ る 日突 然,神 や キ リス ト,聖 母 に語 りかけ られ る こ とが き っか け で,自 分

の才 能 を 自覚 す る よ うに な る。 女 性 が ほ とん どだ が,男 性 の 霊媒 師 も若 干 い た そ うで

あ る。彼 らは普 段,一 般 の 人 々 と変 わ らぬ 生 活 を送 っ てい る。 そ して,死 者 の霊 を呼

び 出 して ほ しい とい う求 め に 応 じて,随 時 霊 媒 を 行 う。 金 銭 の 授 受 は な く,依 頼 人 が

死 老 の た め に用 意 した 食 べ 物 と飲 物 が,霊 媒 師 に お礼 と して 与}ら れ るだ け で あ る。

　 降 霊 術 で は,ま ず聖 人 が 呼 び 出 され る。暗 闇 の なか,布 な どで仕 切 られ て い るた め,

声 と音 しか 聞 こえ な いが,大 天 使 ミカ エ ルや 聖 母 カル メ ソが 祭 壇 代 わ りの テ ー ブル の

うえ に降 り立 って,集 ま った 人 々に あ い さつ す る。 人 々 は祈 薦 師 の導 きの も と祈 りを
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唱え,そ れが終わると聖人は去ってい く。それから,複 数の死者がやって くる。彼 ら

もまた,自 分の名前を名乗 り,親 族にあいさつする。死者が全員そろうと,会 衆はふ

たたび祈 りを唱える。それが終わると食事になる。食事は鳥肉,ゆ でたまご,米 餅,

ゆでたバナナ,チ チャ(マ ニオクの発酵酒)な どである。死者がそれ らを飲み食いし

ている音がはっき り聞こxる という。しかし,彼 らが去ったあと,ろ うそ くをふたた

び灯 してみると,食 事には手が付けられた形跡がまったく見当たらないそ うである。

　降霊術についてわたしが トリニタリオから聞くことができた話は,そのほとんどが,

ひとりの女性霊媒師にかかわ っている。彼女のことをか りにアンヘラ・カユワと呼ぽ

う。アンヘラはサ ソ・ロレンソに生まれ,成 人後,そ こで降霊術を行っていた。しか

し,彼 女の降霊術を悪魔崇拝 とみなす白人の度重なる迫害を受け,町 を去って,イ シ

ボロ=セ クレ地域(ベ ニ県モホス郡)を 放浪 して過ごすようになった。そ して,わ た

しの調査から10年ほど前,セ クレ川上流で亡 くなった。ビル トゥチを降霊術に登場さ

せたのは彼女である。降霊術が霊媒師の演出に大きく依存 していることを考えれば,

これは彼女の創作である可能性が高い。もっとも,後 で詳 しく述べるように,ビ ル トゥ

チとい う存在には,ひ とりの霊媒師の気まぐれ以上の深い意味が込められている。

2.2　 ビル トゥチの伝承

　前置きはこれぐらいにして,ト リニタリオが語るビル トゥチの伝承をい くつか紹介

しよう。ビル トゥチはアソヘラ・カユワの降霊術の常連だった らしく,多 くの者が彼

女の降霊術との関連で彼のことを想起している。彼に関する証言の多 くは,白 人の霊

も例外的に降霊術にやってきたとい うことを伝えるだけの簡潔なものだが,そ の一方

で,彼 が生前 どういう人物であり,ど のような事件を起 こしたかを詳 しく伝えるもの

もある。以下の4人 の人物の話がとりわけ詳 しいので,そ れ らを要約 しよう。

　証言①

　 ビル トゥチはカラヤナであ り,人 殺しである。人々は彼を捕 らえ,両 足に鎖をつけ

て牢屋に放 り込んだ。そして,広 場に引き出し,そ の周囲を引き回 した。そのとき,

カビル ド役人は広場の四つ角で出立ち止ま り,見 物人に説教を垂れた。人殺しになっ

てはいけない,こ の犯罪を繰 り返 してはいけない,な ど。それか ら,ビ ル トゥチは墓

地に引き立てられた。すでに墓穴が掘られてお り,そ の横に椅子が置かれていた。彼

はそこに座 らされた。少量のパソ,コ ーヒー,タ バコなどが与xら れ,彼 がそれを食

べているあいだ,役 人たちはふたたび説教をした。食事が終わると,人 々は黒い布で
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彼 の 目を 覆 った。 そ して,銃 殺 が行 われ た。小 銃 を 持 った 男が,額 に1発,胸 に1発,

腹 に1発 打 ち 込 み,3発 目で ビル トゥチは 墓 穴 に 崩 れ落 ちた 。

　 罪 人 を 小 銃,猟 銃,ラ イ フル銃 な どで殺 す と,彼 の罪 は 清 算 され,彼 は 清 くな る。

銃 殺 され た ビル ト ゥチは そ の罪 を清 算 され,清 くな った の で,降 霊 術 にや って きた 。

彼 は カ ラヤ ナ で た だ ひ と り,降 霊 術 にや って きた。

　 (冒頭 で 紹 介 した降 霊 術 の 話 の続 き。 語 り手 は サ ソ ・ロ レソ ソ在 住 の55才 の 女 性。

イ ン タ ヴ ュ ーは1996年2月11日,サ ソ ・ロ レソ ソの彼 女 の 家 で行 わ れ た 。)

　 証言 ②

　 ビル ト ゥチ はむ か しの 人殺 しで あ る。 彼 は カ ラヤ ナで,何 人 もの人 を 殺 した 。警 吏

が 彼 を捕 ま え,鎖 に繋 い だ。 しか し,脱 獄 を3回 も繰 り返 した。 ビル トゥチ は もは や

人 間 で は な く,悪 魔 そ の もの だ った。最後 に捕 ま った とき,鎖 で は な く縄 で縛 られ た 。

彼 は怪 力 の持 ち主 だ った が,20人 の警 吏 が 彼 を 押 さxつ け,牢 屋 に入 れ た 。そ れ か ら,

彼 は 目隠 しを され,銃 殺 され た。 銃 殺 はFリ ニ ダの広 場 の 中央 で行 わ れ た 。彼 は椅 子

に座 らされ たが,し ゃべ り続 け た 。 銃 弾 を5発 受 け た が,ま だ死 なな か った。 銃 を よ

こせ,お れ が撃 ち方 を 教xて や る,と 叫 ん だ。 最 後 に両腕 を撃 た れ た と き,よ うや く

死 んだ 。 ウ クマ リ(ukumari)と 同様,彼 の魂 は腕 にあ った の で あ る。

　 ビル トゥチ の魂 は 救 われ た。 そ うで な けれ ば,降 霊 術 にや って きて 話 を す る はず が

な い。 彼 を銃 殺 した 者 が,彼 のか わ りに地 獄 に落 ちた の だ。 も し ビル トゥチ が棍 棒 で

殴 り殺 され て い た ら,彼 の魂 は 救 わ れ な か った だ ろ う。銃 殺 され た か ら こそ救 われ た

の で あ る。 銃 は 火 で あ り,火 で 殺 され た者 は,罪 を 清算 され て 清 くな る の で あ る。

　 ビル トゥチは,ア ンヘ ラの降 霊 術 に や って き てス ペ イ ン語 で 話 を した。 な に か物 が

な くな る と,人 々は 彼女 の とこ ろに 行 った。 す る と,ビ ル トゥチ が 現 れ て,人hの 質

問Y'答 えた 。 衣 服,斧,鋤 な どが 紛 失 した り,牛 が い な くな った りした と き,人hは

ビル トゥチ に 誰 が 盗 ん だか 　 xて も らい,盗 人 に弁 済 を要 求 した 。 ビル ト ゥチへ の報

酬 は 祈 りや ミサ で あ り,金 で は な い。

　 (語 り手 は サ ン ・ロ レ ソ ソ在 住 の73才 の男 性 。 彼 は ア ンヘ ラ ・カユ ワの実 の弟 であ

る。 イ ソ タ ヴ ュ ーは1996年2月23日 と29日,サ ン ・ロ レ ン ソの 彼 の 家 で行 わ れ た。)

証 言③

　 ビル トゥチ は カ ラナ ヤ であ り,人 殺 しで あ る。彼 は トリニ ダの 刑務 所 を脱 走 し,サ

ン ・ロ レン ソ近 くの森 の なか に 隠 れ た。そ して,夜 に な る と村 に 出 て きて,Y'わ と り,
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干し肉,ナ イフ,マ ッチなどを盗んだ。 トリニダからは,彼 を見つけ次第殺すように

という委任状が来ていた。やがて,ビ ル トゥチは村人と交流するようになった。彼は

村人に危害を加えないと約束し,村 人は彼を恐れて食事を与えるようになった。当時,

村にカラヤナはおらず,た まねぎや麺などのカラヤナの食べ物 もなかった。ピル トゥ

チは村人が出す食事にあきて,も っといいものを食わせうと要求するようになった。

そのため,両 者の仲は険悪になった。とうとう,カ ビル ドが トリニダに使いを派遣 し,

彼を告発 した。警察がやってきて彼を捕 らえ,ト リニダに連行し,投 獄 した。しか し,

その6ヵ 月後,彼 はふたたび脱獄 し,サ ン・ロレソソに舞い戻った。怒 り狂った彼は,

村人を殺そうとした。しかし,村 人は彼を捕まえ,縛 り上げた。再度,ト リニダから

使者がやってきて,彼 を処刑 した。

　処刑はサン・ロレソソの広場で行われた。人々が処刑を見て,同 じ犯罪を繰 り返さ

なくなるよう,広 場で行われた。ビル トゥチは両手を後ろ手に縛 られ,足 は鎖で繋が

れた。彼は警察に付き添われて広場を一周させられた。広場を回 りながら,彼 は神に

許 しを乞い,自 分の悪行を忘れ,自 分を受け止めてくれるよう祈 った。それから,彼

は広場の中央の椅子に座 らされた。胸のところを椅子に縛 りつけられ,両 手も後ろ手

に縛られ,目 隠 しをされた。死刑執行人がふた り,100メ ー トル離れたところに立っ

た。用意に手間取っていたので,彼 は,さ っさとやってくれ,と 叫んだ。執行人が小

銃を撃ち,弾 は胸に命中した。 しかし,彼 は死なず,7発 も撃たねばならなかった。

彼は悪魔同然だったので,な かなか死ななかった。処刑が終わると,人 々は通夜 もせ

ず,十 字架 も立てず,動 物のように彼を埋めた。

　 ビル トゥチの頭蓋骨は,盗 人の身元を突き止めるのに使われる。アンヘラ ・カユワ

は,依 頼があると彼の頭蓋骨を掘 り出し,「施 し」を行った。日中,彼 女 と依頼人は

墓地に赴 き,祈 りを唱える。それから頭蓋骨を掘 り出す。その夜,地 面に板きれが置

かれ,そ のうえに白い布 と黒い布が敷かれる。そこに頭蓋骨が置かれ,そ の前に食べ

物,飲 物がそなxら れる。 ビル トゥチはカラヤナなので,パ ンとコーヒーが用意 され

る。ろうそくが消されると,ア ソヘラが彼に話 しかけ,盗 人は誰で,盗 品はどこにあ

るか尋ねる。すると彼は,誰 々が牛を盗んで食べてしまい,皮 はどこそこに捨てられ

た,な どと答える。

　 アンヘラは,他 の死者の頭蓋骨ではなく,ビ ル トゥチの頭蓋骨を使 う。というのも,

彼は通夜もなにもな しで埋められたので,他 の死者にもまして 「施し」を必要として

いるのだから。彼には家族がいないので,誰 も 「施し」をしてくれない。そのため彼

は,ま た盗みがあったら自分の頭蓋骨を掘 り出してくれ,自 分のことを思い出してく
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れ,と 言 うのである。「施 し」を行 うと彼は満足 し,彼 の魂は冷やされ,救 われる。

　 ビル トゥチは火で殺されたので,彼 は罪を投げ捨て,そ の罪は死刑執行人にふ りか

かった。それゆえ,彼 の心はきれいである。もし彼がナイフや棒で殺されていたら,

彼は罪を背負 ったまま死んだのだが,火 で殺されたため,彼 は清められ,死 刑執行人

が彼の罪をかぶることになった。

　 (語り手はサン・ロレンソ在住の57才 の男性。インタヴューは1996年2月25日 と26

日,サ ソ ・ロレンソの彼の家で行われた。)

証言④

　盗人を見つけるには,死 者の頭蓋骨を利用する。普通のキ リス ト教徒の頭蓋骨でも

いいのだが,人 殺しの頭蓋骨が最適である。人殺 しは悪人で,乱 暴者で,暴 力に慣れ

ているので,こ の手の仕事にはうってつけである。人殺しは盗人のところに行き,彼

を乱暴に揺さぶる。

　人殺 しには,彼 らのことを思い出し,祈 りを唱えてくれる人がいない。それゆえ彼

らは,と りわけ祈 りを必要 としている。彼らは煉獄で炎に焼かれてお り,体 を冷やす

ため,祈 りを必要としている。祈 りを唱えてやると,彼 らは満足する。

　ビル トゥチは生前,多 くの人を殺 した。病気になって トリニダで死亡 し,墓 地に埋

葬された。彼は祈 りを要求し,そ の返礼に盗人を見つけ出す。彼は盗人を乱暴に揺 さ

ぶ り,盗 品を返却させる。盗難にあった人は墓地に赴き,ビ ル トゥチに祈 りを捧げ,

盗品を取 り戻 してくれるよう依頼する。または,教 会に行き,司 祭YT`.頼んで,ビ ル トゥ

チのために ミサを挙げてもらう。そ うすると,彼 は盗人のところに行 き,乱 暴に揺さ

ぶる。

　 ビル トゥチに祈 りを唱えるとき,そ の頭蓋骨を掘 り出すことはない。彼は トリニダ

の墓地に埋葬 されたが,そ の墓地は取 り壊され,現 在では家が立っている。そのため,

彼Y'祈 りを唱xる ときは,頭 のなかだけでそうする。

　 (語り手はサン ・ロレンソ在住の71才の男性。インタヴューは1996年2月27日,サ

ソ・ロレンソのわたしの下宿先で行われた。)

2.3　 記憶の用途

これ らの4つ の証言V'共 通する特徴のうち,と りわけ注目すべき点を整理 してみ よ

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 '

各々の証言はいずれもふたつの部分から構成 されている。すなわち,過 去に起きた
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ビル トゥチの殺人事件を叙述する部分と,事 件の記憶が現在の トリニタリオのあいだ

でどのように利用されているかを説明する部分である。まずはじめに,ビ ル トゥチの

殺人事件の叙述に検討を加えてみよう。

　す ぐに理解されるように,ト リニタリオが語るビル トゥチの伝承の核心は,彼 の処

刑にある。彼 らの証言は,や や例外的な証言④を除いて,す べてビル トゥチの処刑の

模様を詳細かつ劇的に描いている。それに対して,殺 人の模様を詳 しく伝える証言は

ひとつもない。 トリニタリオにとって,ビ ル トゥチが誰をどう殺 したかはどうでもい

いのであ り,彼 がどのような最後を遂げたかが重要なのである。

　証言から浮かび上がるのは,ビ ル トゥチの処刑が,そ れを見る者に対して特定の効

果を与えるたあに仕組 まれたひとつの儀礼的演出である,と いうことである。処刑が

広場の中央 という衆目を集める場所で行われたこと,死 刑囚と役人がカ トリックの聖

人行列のように広場を一周したこと,役 人が集まった人々に説教を垂れたこと,死 刑

囚が神に祈 りを捧げたことなど,す べてが,処 刑がひとつの教訓劇であることを示唆

している。そ して,そ の場合の教訓 とは,人 殺しになってはいけない,こ の犯罪を繰

り返 してはいけない,犯 罪を犯した者はこの人物のように悲惨な末路を迎える,と い

うことである。

　 トリニタリオの証言は,ビ ル トゥチの異形性を十二分に強調 している。彼はもはや

人間ではなく,悪 魔同然であるという言明が繰 り返されている。た しかに,何 人もの

人を殺し,逮 捕 しても逮捕 しても脱獄を繰 り返す彼は,人 間の力が及ぽない超人性を

備えている。男性20人 に匹敵する怪力の持ち主で,異 常な生命力を持ち,銃 弾を何発

も受けてもしゃべ り続けるというディテールも,彼 の怪物性を雄弁に物語っている。

実際,証 言②の語 り手は,ビ ル トゥチをウクマ リにたとえている。 ウクマ リとは熊に

似た毛むくじゃらの怪物で,山 のなかに石の家を構えて住んでいるといわれている。

背中に大 きな籠を背負い,人 間を捕まえてそこに放 り込み,誘 拐する。誘拐された者

は,ウ クマリに食べられた り,そ の伴侶にさせられた りするという4)0

　証言でとりわけ注目すべき点は,4人 の語 り手のうち3人 が,ビ ル トゥチの魂は救

済されたと明言 していることである。彼らの考}で は,銃 で殺 された者は,そ の罪を

ただちに清算され,天 国に行 くことができる。そ して,殺 された者の罪は,彼 らを殺

した者に転移する。銃で射殺されたビル トゥチは,処 刑の時点で罪を清算され,死 刑

執行人がその罪を背負ったはずである。その証拠に,ビルトゥチ はアソヘラ・カユワ

の降霊術にやって くるではないか,と い うのである。

　殺人という大罪を犯したビル トゥチが,そ れにもかかわらず地獄落ちせず,降 霊術
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にやってくるという謎は,こ れで一応の説明がつく。彼の罪は清算されたのであ り,

彼の魂は救済され,天 国にいるのである。それゆえ彼は,神 のように下界を見渡すこ

とができるし,降 霊術にやってくることもできるのである。銃で殺された者がそもそ

もなぜ罪を清算されるのかという問題については,後 ほど詳しい解明を行 う。

　 次に,ビ ル トゥチの記憶が トリニタリオにより現在どのように利用されているかを

検討 してみよう。彼の記憶の用途は大きくわけてふたつある。

　　(1)降 霊術で彼の霊を呼び出し,知 りたいことを尋ねる。

　　(2)彼 の頭蓋骨に 「施 し」を行い,盗 人を見つけてもらう。

　 降霊術についてはすでにその概要を説明 したが,頭 蓋骨の利用については,若 干の

解説が必要だろう。

　 トリニタリオは,盗 難にあったときに犯人の身元を突き止め,盗 品を取 り戻すため

のさまざまな方法を持っている。降霊術もそのひとつだが,そ のほかY'も,聖 ブソト

ニウスの聖像に祈 りを捧げる,ろ うそ くと針を使 う,水 を満たした洗面器 と鏡を使 う,

幻覚作用のあるチョウセソアサガオの葉の汁を飲むなどの方法がある。頭蓋骨に祈る

のも,そ うした方法のひとつである。

　使用される頭蓋骨は,誰 のものでもいいというわけではない。証言④の語 り手は人

殺 しの頭蓋骨が最適だと言 っているが,そ のほかにも,原 野で行き倒れになって死ん

だ者,親 戚がおらず,祈 りを唱えて くれる人が誰もいない者,大 昔に死んで身元がわ

からなくな り,誰 もその人のことを思い出してくれない者の頭蓋骨も適している。そ

れらの死者は,「務めを果たす(cumplir)」 といわれている5)0

　 まずすべきことは,「 ミサを買 う(comprar　 misa)」 ことである。「ミサを買 う」と

は,ト リニタリオ特有の表現だが,死 者の命 日,と りわけその3周 忌に司祭に依頼し

て特別のミサを挙げてもらう,ま たは,日 曜祝日の通常の ミサのお り,司 祭Y'死 者の

名前を読み上げ,そ の冥福を祈ってもらうことである。 トリニタリオは,い ずれの場

合にもなんらかの代価を払 う必要があると感 じている。司祭 自身はなにも要求 しない

のだが,彼 らは自分からお金やにわ とりの卵などを持 ってくるそ うである。頭蓋骨に

盗人を見つけてもらう場合,3回 から6回 は 「ミサを買 う」必要があるといわれてい

る。

　 ミサを必要な回数だけ買い終わると,い よいよ頭蓋骨に 「施し」を行 う。まず,お

目当ての頭蓋骨を墓から掘 り出す必要がある。掘 り出した頭蓋骨は黒い布に包んだ り,

木箱に収めた りして,依 頼人の家まで持っていく。その夜,家 の床に黒い布を敷 き,

そこに頭蓋骨を置き,ろ うそ くを2本 灯す。それから,祈 濤師に祈 りを唱えてもらう。
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祈 りは1時 間から2時 間ほど続 く。祈 りが終わってから,依 頼人は頭蓋骨に話 しかけ,

なにが盗まれたかを説明し,盗人を見つけて盗品を取 り返 して くれるように依頼する。

それが終わるとろうそ くを消 し,家 の者は寝床に就 く。す ると,暗 闇のなか,頭 蓋骨

が人間の姿に戻 り,盗 人を探 しに出かけていく。死者が立ち上が り,扉 を開けて表に

出ていく音がはっきり聞こえるとい う。盗人を見つけた死者は,寝 ている彼にかみつ

いた り,体 をつっついた り,足 を引っ張った りし,彼 が降参 して盗品を返 しにいくま

で責め続けるという。

　頭蓋骨のほか,ハ プ トゥキ(japutuqui)の 仮面にも同じ効果がある。ハプ トゥキ

とは,祭 礼に登場する一種の道化役で,片 手に投げ縄 片手に木製ののこぎりを持ち,

雄牛の仮面をかぶった踊 り手を投げ縄で捕らx,そ の角を切るしぐさをする。仮面は

真っ黒で,ト リニタリオは悪魔を表すと考えている。そのハプ トゥキの仮面にアル コー

ルなどを与えてやると,や は り人間の姿になって,盗 人を探 しにい くという。

　それにしても,い ったいどうして,人 殺 しや行き倒れ,親 族のいない者,大 昔に死

んだ者の頭蓋骨に効果があるのだろうか。この点については,ト リニタ リオ自身が説

明してくれている。それ らの死者は,い ずれも社会か ら放逐され,人 々から忘れ去ら

れた存在である。彼 らには,自 分たちのことを思い出し,祈 りを唱えてくれる人が誰

もいない。それゆえ,彼 らはとりわけ祈 りに飢xて いる。そこで,彼 らは死者である

利点を生かし,盗 人探 しの仕事を請け負 うことで,親 戚ではない生者に祈 りを唱えて

もらっているのである。

　 トリニタ リオの考えでは,人 は死ぬと煉獄(purgatorio)に 行き,そ こで炎に焼か

れ,生 前の罪を清めなけれぽならない。煉獄での責め苦はきびしくつらいが,死 者の

親族が彼らのことを思い出し,彼 らのために祈 りを唱えて くれると,死 者は 「冷やさ

れ(refrescarse)」,束 の間の休息をとることができる。そのおかげで彼らは,煉 獄で

の責め苦を堪え忍び,魂 の救済を果たすことができるのである。

　死者に祈 りを唱えるや りかたはさまざまである。前述の 「ミサを買う」こともその

ひとつだが,死 者の親族が 「施し」や 「会食」を主催することもある。これは,死 者

の1周 忌の9日 間の供養(novena)の 最終 日に行われるのが常だが,そ のほかにも,

親族が必要と感じたときに随時行われる。いずれの場合にも,死 者のために食事が用

意され,親 戚,友 人が招待され,祈 薦師が祈 りを唱える。また,11月1日 の諸聖人の

祝 日には,死 者の霊が親族のもとを訪れ,彼 らといっしょに一晩過 ごすといわれてい

る。そのお り,人 々は死者のために食べ物,飲 物を持参 して教会に赴き,祈 薦師に祈

りを唱えてもらう。さらに言えば,カ トリックの祭礼につきものの 「施 し」と 「会食」
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も,そ のすべてが死者の冥福を祈るという意義を併せ持っている。それゆえ,ト リニ

タリオのカ トリック信仰は,そ っくりそのまま死者信仰であるといえる。降霊術と頭

蓋骨への 「施 し」も,非 正統的な方法ではあるが,死 者に祈 りを捧げる機会であるこ

とにかわ りはない。

　 このように,ト リニタリオの社会では,生 者と死者は強い絆により密接に結ぼれて

いる。死者は死後も共同体の一員であ り続けてお り,生 者は死者の存在の身近さを,

祭礼をはじめとするさまざまな機会に感 じとることができる。他方,死 者は死者で,

死後救済にいたる道を踏みたがYず に歩き続けるためには,生 者の協力を切に必要 と

しているのである。

　 ところが,こ の救済への道を踏みはず してしまった死者もいるのである。それが,

人殺 しや行き倒れ,親 族がいない者,大 昔に死んだ者などである。彼らはいわば,生

者 と死者,子 孫と祖先の共同体からの落ちこぼれであ り,誰 も彼らのことを思い出し

て祈 りを唱えて くれないため,煉 獄での贋罪を果たせず,地 獄落ちの危険にさらされ

ているのである。 トリニタリオの死生観では,地 獄に落ちて悪魔と化することは,社

会から逸脱 していることの直接の帰結なのである。悪魔を表すハプ トゥキがそれらの

死者の範疇に含まれるのは,後 者自身が悪魔に近い存在であるからにほかならない。

　 もっとも,ト リニタリオの社会には,落 ちこぼれの死者を救済し,共 同体に復帰さ

せるための回路がふたつ存在 している。ひとつは正統的回路であ り,も うひとつは非

正統的回路である。

　正統的回路は,カ ーニバルのときの祈 りと 「会食」である。 トリニタ リオの集落に

は,年 輩の女性からなる信心講組織(hermandad)が 存在す る。彼女たちは 「ア・ミデ

サ(abadesa)」 と呼ばれてお り,祭 礼において重要な役割を果たす。その彼女たちが,

カーニバルの3日 間(灰 の水曜 日直前の日曜,月 曜,火 曜),教 会で祈 りを唱え,集

会所で 「会食」を催す。この3日 間の祈 りと 「会食」の うち,2日 目と3日 目のもの

が死者への 「施し」 として行われる。その場合の死者 とは,原 野で行き倒れて死んだ

老,カ ヌーが転覆 して溺死 した者,ヘ ビやワニ,ジ ャガーに襲われて死んだ者,雄i牛

に突かれて死んだ者,棒 で殴 り殺された者,行 方不明になった者などである。女性た

ちは,彼 らのことを思い出 して祈 りを捧げ,彼 らを救済 して くれるよう神に祈るので

ある。その後に集会所で行われる 「会食」も,「彼らの名のもとに」催される6)0

　非正統的回路は,先 に説明 した降霊術と頭蓋骨への 「施し」である。これらの方法

は,落 ちこぼれの死者の異常性を利用する危険な方法である。それらの死者は,他 の

死者にもまして祈 りを必要としているので,そ れを得るためなら多少無理な仕事でも
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や ってのける。また彼らは,救 済の道からはずれた悪魔的存在なので,盗 人を脅 し,

盗品を返却させるような乱暴な仕事に うってつけである,と 考えられている。

　 もっとも,降 霊術と頭蓋骨への 「施し」は,彼 らを社会的に復権させる方法でもあ

る。 というのもそれ らは,「義務(obligacion)」 や 「役 目(cargo)」 などの言葉で表

現 される社会的関係を,死 者 と生者のあいだにふたたび確立するのだから。証言③の

語 り手によれば,ビ ル トゥチは トリニタリオとのあいだに一種の協定を結んでいる7も

彼は トリニタリオに,盗 難があったら盗人を見つけてやると 「約束して(prometer)」

お り,そ の約束を 「守る(cumplir)」 とい う。盗人探 しは彼の 「義務」であ り 「役 目

のようなもの」なのである。「役目」とは,カ ビル ドの役職をも意味する言葉である。

反社会的存在であるビル トゥチは,降 霊術と頭蓋骨への 「施し」を通 じて,ト リニタ

リオの社会の一員になったのである。

　以上の議論は,な にゆえにビル トゥチがアンヘラ・カユワの降霊術に現れるのかを部

分的に説明してくれる。ビル トゥチは共同体から排除された存在であるからこそ降霊

術にやって くるのである。人殺 しであり,処 刑 という暴力的手段により社会から放逐

された彼は,誰 ひとりとして彼のことを思い出し,祈 りを捧げてくれる者を持たない。

そのため彼は,ト リニタリオとのあいだに協定を結び,盗 人の身元を突き止め,紛 失

物を見つけ出す役 目を請け負 ったのである。彼は,降 霊術にやってくる他の死者にも

まして祈 りを必要 としているため,生者の依頼をより忠実に履行 して くれるのである。

3.歴 史資料が語 るもの

3.1殺 人事件の再構成

　 これまでの検討は,ビ ル トゥチにまつわる信仰 と伝承が,ト リニタリオの死生観に

依拠するものであることを明らかにしてくれる。 しか し,謎 解きは始まったばか りで

あ り,ま だまだ多くの疑問が残 されている。 とりわけ,ビ ル トゥチが白人であること

の意義は,ま だ解明されていない。殺人者である彼は,共 同体から排除され,救 済へ

の道を閉ざされた死者として,ト リニタリオの注意を喚起 した。しかし,単 に落ちこ

ぼれの死者に盗人探 しの仕事を請け負わせるだけなら,彼 らの 「慣習」を共有してい

る先住民の死者を選ぶほ うが自然だろう。なぜ ことさら,白 人であ りよそ者であるビ

ル トゥチが,降 霊術に呼び出されねばならないのだろうか。公開の銃殺刑とい うセソ

セーショナルな出来事が,彼 の名を先住民の記憶Y'と どめたことは容易に想像がつ く
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が,そ れ だ け なの だ ろ うか 。 な にか よ り重 要 な意 義 が,彼 の存 在 に込 め られ て い るの

で'は1なし・カ㌔

　 この章 で は,現 在 の ビル トゥチ の伝 承 か ら しば ら く離 れ て,歴 史 を 振 り返 って み た

い 。 そ して,文 字 記 録 の 検 討 を通 じて,伝 承 の も と とな った 過 去 の事 件 を 再 構 成 して

み た い。

　 も っ と も,事 件 の再 構 成 は 不 完 全 で あ る。 わ た しが利 用 で きた 資料 は,当 時 の新 聞

記 事 が ほ とん どで,そ の 大 部 分 が短 い言 及 にす ぎな い 。 ベ ニ県 の首 都 トリ ニダ には,

ビル トゥチ の裁 判 記 録 が 保 管 され て いた はず だ が,県 庁 の建 物 を 改築 す る際 に 過 去 の

資 料 は す べ て処 分 された との こ とだ った。 そ れ ゆ え,以 下 の再構 成 は つ ぎは ぎ だ らけ

で あ る。 そ れ で もわ た しは,い つ 起 きた か もわ か らな か った ア マ ゾソの片 田舎 の殺 人

事 件 を 復 元 で きた だ け で も,奇 蹟 に 近 い と思 っ てい る。わ た しが ス ク レ(チ ュキサ カ

県)の 国 立 図 書 館 で む か しの新 聞に 目を通 して いた の は,ま った く別 の情 報 を探 す た

め だ った 。 た ま た ま 目に 飛 び 込 ん た 「ビル トゥチ(Virtuchi)」 とい う文 字 が,わ た

しの脳 裏 に引 っか か って い た不 思 議 な 伝 承 を,記 憶 に呼 び戻 した ので あ る。

　 ホ セ ・ビル トゥチ,こ れ がわ れ わ れ の主 人 公 の名 前 で あ る。彼 は ロ レー トの 出身 で,

父親 は長 年 町 に住 む ナポ リ人 で あ る。つ ま り彼 は,イ タ リア系 移 民 の息 子 な ので あ る。

ビル ト ゥチ とい う名前 は,お そ ら くベ ル ドゥ ッチ(Belducci)と い うイ タ リア語 の姓

が,ス ペ イ ソ語 読 み され た ものだ ろ う。

　 事 件 は1906年2月19日 に起 きた 。 ロ レー トの 町 に近 いマ モ レ川 沿 岸 のハ ユ ナ へ とい

うと ころ で,一 家 族 が 皆 殺 しY'さ れ た。 殺 され た の は,フ ア ン ・デ ・デ ィ オス ・モ ン

タル バ ン,そ の妻 の ア ンヘ ラ ・ナバ ロ,9才 に な る娘 の リベ ル デ ィナ,そ して 使 用 人

の レオ ノ ール ・テ ラサ スで あ る。4人 の遺 体 は,犯 行 の7日 後Yy発 見 され た 。

　 犯 人 は た だ ち に逮 捕 され た 。 ホ セ ・ビル トゥチ と ロム ロ ・ウル タ ドで あ る。 後 者 は

前 者 の使 用 人 で,20才 未 満 の未 成年 だ った。 犯 行 の 動機 は,検 察 長 官 が法 務 省 に提 出

し た6月4日 付 の 報 告 書 で は,金 銭 的 ト ラ ブ ル と さ れ て い る(Callau　 1906:

227-228)。 ビル トゥチは モ ン タル・ミンに50ボ リビア ー ノの 借 金 が あ り,そ の返 済 を渋 っ

て彼 を 殺 害 した 。 そ して,目 撃 者 を残 さな いた め,家 族全 員 の 口を 封 じた,と い うわ

け で あ る。 も っ と も,死 刑 執 行 の 前 日,ビ ル トゥチ と ウル タ ドは 供 述 を ひ る が え し,

カル ロス ・ポ リ ョ ック とい うス コ ッ トラ ン ド人 か ら殺 人 を請 け 負 い,そ の代 価 と して

それ ぞれ100ボ リビア ー ノ受 け取 った と証 言 してい る。

　 当時,ベ ニ県 は独 立 した 司 法 管 区(distrito　 judicial)で あ り,ト リニダ に は上 級 裁

判所(jusgado　 superior)が 置 か れ て い た。 ベ ニ司法 管 区 は3つ の 地 区(partido)に

746



齋藤　　ビル トゥチの処 刑

わ か れ い た。 す なわ ち,セ ル カ ド郡 と ヤ クマ 郡 か らな る トリニ ダ地 区,イ テネ ス 郡 か

らな る マ グ ダ レナ地 区,バ カ=デ ィエ ス郡 か らな る リベ ラル タ地 区 で あ る(Cespedes

1906:120;Cronenbold　 1910:26-27)。 モ ン タ ル バ ソー 家 殺 人 事 件 は ト リニ ダ地 区 で

発 生 した ため,同 地 区 の 判 事 で あ る レネ ・バ ル バ が審 査 を担 当 した。 彼 は6月26日 か

ら29日 まで の4日 間,み ず か ら ビル ト ゥチ と ウル タ ドを 尋 問 した。そ して,9月6日,

両 者 に死 刑 の判 決 を下 した 。 この死 刑 判 決 は,9月22日,ベ ニ司 法管 区 の上 級 判 事 マ

ヌェ ル ・セ ス ペ デ ス に よって 追認 され た 。

　 当時 の ボ リビア の 司法 制 度 で は、 共 和 国大 統 領 が死 刑 囚 に恩 赦 を与xる 権 限 を 持 っ

て いた 。 そ れ ゆ え,死 刑 を 執 行 す るた め には,大 統領 が恩 赦 の権 限 を行 使 す るか 否 か

の伺 いを 立 て る必 要 が あ った 。 と ころが,政 府 所在 地 の ラパ スか らの返 事 を 待 って い

る あ いだ,ビ ル ト ゥチが 脱 獄 す る とい う事 件 が 起 きた。11月4日 午後 の こ とで あ る。

脱 獄 には 共犯 者 が い た。 調 べ で は,監 獄 に 自 由に 出入 りで きた ホ セ ・アバ ロマ とい う

使 用 人 が ビル トゥチ にや す りを 渡 し,後 者 はそ のや す りを使 っ て格 子 を はず し,脱 獄

した との こ とだ った。

　 も っ とも,ビ ル トゥチ の 逃 亡 は長 く続 か な か った。 とい うの も,お そ く とも12月3

日ま で には,彼 は再 逮 捕 され て,監 獄 に戻 っ て いた の だ か ら。 逃 亡 の あ い だ,彼 が ど

こで な にを し,い つ ど うい う経 緯 で再 逮 捕 され た か は,残 念 なが ら不 明 で あ る。

　 他 方,ビ ル トゥチ と ウル タ ドに 恩赦 を与 え な い とい う共 和 国大 統 領 の決 定 は,11月

上 旬 に下 され た 。 サ ソタ クル ス(サ ンタ クル ス県)の 新 聞rラ ・レイ 』 の ラパ ス在 住

の特 派 員 は,11月15日 付 の電 報 で そ の知 らせ を本 社 に 伝 え て い る。 た だ し,大 統 領 の

決 定 が僻 地 の トリニ ダに よ うや く届 くの は,12月3目 の こ とで あ る。

　 ビル トゥチ と ウル タ ドは12月6日 午 前,公 開 の銃 殺 刑 に処 せ られ た 。 トリニ ダ の新

聞 『ラ ・デ モ ク ラ シア』 は,そ の模様 を詳 細 に報 じて い る。 新 聞 報 道 は,劇 的 な緊 張

感 を帯 び て い る点 で,ト リニタ リオが語 る ビル トゥチの処 刑 の話 を 思 い 起 こさせ る。

以下,関 連 部 分 を 引用 してみ よ う8)0

　その夜,彼 ら[ビ ル トゥチ とウルタ ド]は ぐっす り眠 った。夜が明げ る と,サ ソ ・ハ ビ

エルか ら来ていた司祭 が,囚 人た ちに臨終 の秘跡 を授けにや ってきた。彼 らはふた りとも,

全面的に従順な態度を示 した。

　 9時 半,彼 らは刑 の執行 のため引 き出され たが,落 ち着 き払 って刑場へ と向か った。10

時20分 前,彼 らは椅 子Y'腰 を下 ろ した。司祭 が人 々に訓話 を垂れ ているあいだ,執 行人 が

囚人 を縛 った。 ところが,目 隠 しを しよ うとした とき,ビ ル トゥチは,「 このまま死なせて
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くれ」,と 言 って抵抗 した。 しか し,司 祭 に求 められて,目 隠 しに応 じた。

　それか ら,彼 らは手 に持 っていた十字架 を渡 した。 ビル トゥチは できるか ぎ り声 を張 り

上げて,「 みなさん,お 別れ です。永久に さよな らです」,と 叫んだ。それか ら,銃 声 が鳴

り響 き,彼 らはそれぞれ4発 の銃弾を受けた。

　そのとき,ビ ル トゥチは,「 も う1発1」 と叫んだ。ふた りの兵士が前に進み 出た。その

間,ロ ムロは深 く息を吸い込み,立 ち上 がる ような仕草を した。兵士た ちが,ふ た りの胸,

モ ソへ隊長が指示 した ところめがけて発砲 した。

　彼 らはまだ息 があった。 医師 のバ ルガス博士 は,ま だ生 きている と宣告 した。犠牲者た

ちはふたたび動 いた。再度,ふ た りの小銃兵 が進 み出て,指 示 され た ところに発砲 した。

ようや くその とき,彼 らの体は崩れ落ちた。10時2分 の ことである。

　医師がふたたび診察 し,死 亡を宣告 した。誰 もが茫然 としてい るその とき,リ ゴベル ト・

フステ ィニアノ博士が囲いのなかに進み出て,演 説を行 った。この演説は,日 曜 日の 『ラ ・

デモ クラシア』に掲載 され る予定であ る。

　か くして,こ の流 血の裁 きに よ り,ベ ニ県 の犯 罪は,初 め て,そ の模範が示 された ので

あ る。

　手続 きが規則 どお りだ ったか どうか,裁 きが完 全な認可 を受け ていたか ど うかは,こ こ

で論 じようと思わ ない。われわれ はただ,事 実 を最大限忠実かつ正確 に公表す るに とどめ

てお く。

3.2　事件の社会的背景

　 1906年の事件の社会的背景を整理 してみよう。

　まずはじめに,ベ ニ県の特異性にふれてお く必要がある9)0ボ リビア共和国は1825

年に成立するが,ベ ニ県はそれ よりお くれて1842年,イ エズス会 ミッショソが存在し

たモホス地方を母胎として創設された。首都は トリニダに定められた。当時,モ ホス

地方は交通網の整備と白人の入植がもっともおくれている地域であ り,共 和国政府の

支配がもっとも及んでいない辺境だった。歴史的にみて,ボ リビアの政治経済の中心

は常にアンデス高地にあ り,ア マゾソ低地は国土の半分以上を占めるにもかかわらず

軽視され続けてきたのである。 こうした辺境地域が独立した県に昇格 した背景には,

アマゾン川水系を経て大西洋に至る交易ルー トの開発が,共 和国の将来の経済的発展

に欠かせないという認識の高まりがあった。共和国政府はべニ県を新設することで,

モホス地方を国家機構のなかに組み込み,そ の経済開発を促そ うとしたのである。

　モホス地方への白人の入植は,共 和国成立後の1830年 代から本格化する。当初,政

府の役人と専門職が,白 人入植者のかな りの部分を占めていた。もともとモホス地方

wは 白人の町は存在せず,イ エズス会が建設した先住民の布教区が,入 植者が足場を
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定め うる唯一の拠点だった。白人はそれらの布教区に住み着き,そ の特権的支配層を

形成 し,人 口の大多数を占める先住民を次第に周縁的な地位へと追いやっていった。

　もっとも,白 人の数は少なすぎた。モホス地方は広大であ り,そ の領土を隅々まで

支配 し,自 然資源と人的資源を有効に活用するためには,ひ とりでも多 くの白人が必

要だった。共和国政府は白人の入植を促すため,入 植者に無償で土地を与えた り,事

業資金を無利子で貸与するなど,さ まざまな便宜を提供した。それ と同時に,外 国人

の移民も奨励 した。 ビル トゥチの事件に,イ タリア人やスコットランド人が登場する

のは,そ のためである。

　19世紀中葉以降,ア マゾンの自然資源の国際的需要が高まり,ベ ニ県の経済的重要

性は増 していく。まず,1840年 代から,マ ラリヤ治療薬の原料になるキナノキの樹皮

の採集が,ベ ニ県南部のカウポリカン地方とラパス県北部のユソガス地方で行われる

ようになる。 このキナノキ産業は,1850年 代中葉までに木が伐採 されつ くして終結す

るが,1860年 代からブラジルのマディラ川流域でゴムノキの樹液の採集が開始され,

その影響がベニ県に及ぶようになる。1880年 以降,ベ ニ川一帯 を中心にボリビア国内

におけるゴム産業が本格化する。これらの経済活動の活発化にともない,ベ ニ県への

白人入植者の数は増していき,そ れにともない地方行政機構 も整備されていった。

　自然資源の開発と白人入植者の増大は,モ ホス地方の先住民に深刻な影響を及ぼし

た。イエズス会が建設した布教区は,キ ナノキや ゴムの産地に近く,数 多 くの定住民

を抱えているため,労 働力の主要な供給源となった。先住民は,儲 け話に釣 られた り,

強制された りしてベニ川やマディラ川に連れていかれ,過 酷な条件のもと,樹 皮や樹

液の採集人や運搬用のカヌーの漕ぎ手として働かされた。そのため,白 人 との共存を

嫌 う先住民は布教区を放棄 し,マ モレ川以西のサバソナに移住して,新 たな町を建設

するようになった。サン ・ロレンソはこうした町のひとつとして19世紀中葉,ト リニ

ダを放棄した トリニタリオにより建設された。

　19世紀後半の白人と トリニタリオとの軋礫は,1887年,武 力衝突のかたちで表面化

する10)0当時サソ ・ロレンソで展開されたメシアニズム運動を,先 住民の不服従の兆

候とみなした トリニダの白人は,首 謀者を処罰するため遠征隊を派遣するが,待 ち伏

せにあって敗退する。その報復 として派遣された懲罰軍は,サ ソ ・ロレンソとサン ・

フランシスコを焼き払い,逃 げる先住民を追走 し,多 くの者を殺害 した。また トリニ

ダでも,大 勢の先住民が反乱に関与した疑いで兵舎に連行され,厳 しい拷問を受けた。

この事件の記憶はその後長 く残 り,白 人と先住民の関係再構築を困難にした。破壊さ

れたサ ン ・ロレンソとサソ ・フラソシスコは,事 件に関与 した トリニタリオの手で
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1900年 代に再興 され,白 人の統制が及ばない解放区として,1930年 代 ぐらいまで特異

な地位を保った。

　このように,ビ ル トゥチの事件が起きた20世 紀初め,辺 境だったモホス地方は共和

国の政治経済的機構のなかに徐hに 組み込まれ,白 人による先住民の支配体制が固め

られつつあった。 もっとも,布 教区を放棄 した先住民がマモレ川以西に解放区を作っ

ていたことにも示 されるように,白 人お よびその国家の支配が及ぶのは トリニダやマ

グダレナ,リ ベラルタなどの一部の町にすぎす,モ ホス平原の大部分はいまだ国家の

統制が及ぼない無法地帯だったことも事実である。 このことは,ベ ニ県の司法制度の

整備のお くれにはっき りみてとることができる。

　ベニ司法管区の上級判事マヌエル ・セスペデスと検事デメ トリオ ・カリャウがそれ

ぞれ法務省に提出した1906年 度の年次報告は,県 の司法制度が抱えるさまざまな欠陥

を指摘 している。まずは じめに,判 事の数が足 りなかった。上級判事 と地区判事

(juez　de　partido)の ポス トは埋まっていたが,予 審判事(juez　de　instruccibn)は ト

リニダにひとりいるだけで,マ グダレナ,ビ リャ=ベ リャ,リ ベラルタ,サ ンタ ・ア

ナ,レ イエスの予審判事,そ して トリニダの予審判事補佐は欠員のままだった。また,

地方判事(juez　rural)に 至っては皆無の状態だった。「わが国では,地 方判事は異国

の植物であ り,存 在する目的もなければ意義もあ りません」(Callao　1906:234)と,

カリャウは率直に述べている。判事が足 りない理由は,そ もそも弁護士の資格を持つ

者がベニ県にまれだったからである。判事のポス トを埋めるためには,他 県,と りわ

け隣接のサンタクルス県から弁護士を連れて くる必要があったのである。

　次に,裁 判所 と監獄のための場所 と家具が足 りなかった。ベニ県の裁判所で専用の

部屋を確保 していたのは,ト リニダの上級裁判所 と地区裁判所 と予審裁判所だけであ

る。それ以外はどこかの部屋の一角を間借 りしていたようである。家具の不足は,上

級裁判所を除 くすべての裁判所で深刻だった。棚,机,椅 子などの基本的な家具すら

欠けていた。監獄はマグダレナだけに存在 していた。 トリニダでは,「駐屯軍の兵舎

の1室 で,10人 も入らないほど小さく,安 全を確保できず,非 衛生的な部屋」(Ca-

liau　1906:233)が,監 獄のかわ りだった。 ビル トゥチもここに収容 されていたと思

われる。

　当然,囚 人の脱走は絶xな かった。 ビル トゥチが脱走した状況が,当 時のべニ県の

監獄がどの程度の役割を果たしていたかをよく示 している。彼はたやすくやす りを手

に入れ,監 獄の格子をはずし,白 昼堂々逃亡 したのである。新聞記事によれば,監 視

人は午後からトランプのぼぽ抜きに興 じ,ハ シソ ト・タラガとい う囚人が彼にかわっ
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て監視をしていたとい う。それもこれも,「ベニではよくある話」だというのだ11)。

そういう次第なので,ビ ル トゥチは最後の最後まで,そ の気になれぽいつでも脱走で

きると信じていた節がある。実際,処 刑の前 日,彼 が夜になったら脱走するつもりで

いるとい う密告があった。彼の持ち物を検査すると,散 髪用のはさみが見つかったの

で,安 全確保のため,彼 は別の部屋に移されている。

　要するに,1906年 当時,ベ ニ県の司法制度はほとんどまともに機能 していなかった

のである。上級判事のセスペデスは,県 の刑事事件処理の現状を次のようにまとめて

いる。

　刑事事件については,お もに地方 における警察 官の不足 ゆえ,死 刑 や禁 固刑 に値す る犯

罪が横行 してい ます。手配を受 けた老 の大部分 は,土 地 の 自然環 境が逃亡 を容易 にす るた

め,捕 まることはあ りません。捕 まった者 も,刑 務所 がほ とん ど,ま たはまる きり堅 固で

ないため,逃 げ てしま うのです(Cespedes　 1906:121)。

　 1906年のビル トゥチの事件は,ベ ニ県の司法当局にと り,記念碑的な出来事だった。

というのも,そ れはべニ司法管区において下 された最初の死刑判決であ り,同 管区に

おいて執行された最初の処刑なのだから12)。それは,ベ ニ県で最初に犯された死刑に

値する重罪ではない。そのような犯罪は数多くあったと思われる。 しか し,そ れらは

いずれも,司 法制度の整備のおくれのため,判 決が下され,刑 が執行されるまでには

至らなかったのである。

　 ビル トゥチの事件は最初から,そ の社会的注目度において突出していた。女性と子

供を含めた一家全員を皆殺 しにす るとい う残忍さが,「 社会を根底か ら揺 るがせた」

(Callau　1906:227)の である。事件の注 目度は,新 聞記事の多さに反映されている。

トリニダの諸新聞は裁判の進行状況をこまめに報道 し,そ の記事はそっくりそのまま

サンタクルスなど他県の新聞に転載されたのである。

　このような状況のなか,裁判を結審 し,犯人を処罰せ よとい う強い社会的圧力があっ

たことは,想 像にかた くない。ベニ県の司法当局は,面 目を賭けて事件に取 り組まざ

るをxな かった ことだろう。検事のカリャウは,法 務省への報告書のなかで,「 この

事件を最優先し,審 理を開始 し,で きるだけすみやかに判決を下すよう,担 当の判事

を促す」つもりである,と いうのも,「出来事の重大性 と民意がそれを要求している」

のだから,と 述べている(Callau　 l906:228)。 実際,ビ ル トゥチの裁判は異例なほど

早 く結審した。ベニ司法管区では,囚 人が脱走するのは判決を待ちきれないからだと
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いう意見が出るほど,裁 判には時間がかかった。結審まで5年,10年 かかることはま

れではなかった13}0わずか7ヵ 月弱で判決が出たビル トゥチの事件は,例 外中の例外

なのである。

　 1906年12月6日 の公開処刑は,そ れゆえ,ベ ニ県に国家司法 というものが存在 して

いることを大々的に示すための絶好の機会だった。それは,国 家こそが社会的正義を

司ってお り,必 要な場合には断固たる処置を下す とい うことを,一 般に知 らしめるた

めの儀礼的演出だった。新聞記事が伝xる 処刑のデ ィテールは,そ の儀式性を裏づけ

て くれる。処刑はおそらく,駐 屯軍の兵舎のぞと,特 別に設けられた囲いのなかで行

われた。囲いのまわ りは見物人がひしめいていた。彼らは,初 めて目にする公開の銃

殺刑を,息 を殺して注視 したことだろう。刑の冒頭にはカトリックの司祭が説教 し,

刑の終わ りには政府の役人が演説 して,こ の儀式のメッセージを観衆に解説 した。

rラ ・デモクラシア』に掲載が予告されている後者の演説は,残 念ながらわたしの手

元にないが,そ の内容はおおむね推察できよう。別の新聞は,「処罰は過酷だが,見

せしめの必要があった」 と,処 刑の意義を簡潔に要約している14)0

4.国 家儀礼 とその転覆

4.1銃 殺 と順 罪

　本稿の議論をこれまで導いてきた作業仮説は,ト リニタリオが語るビル トゥチの伝

承は,彼 らが外来者である白人と関係を取 り結ぶその境界線上で成立 したものであ り,

白人 とその文化が彼 らに与えたなんらかの衝撃がその中核に存在する,と い うもの

だった。 この章では,歴 史資料から判明した事件の経緯を踏まxて,も う一度 トリニ

タリオの伝承を検討してみたい。歴史資料が語る事件の経緯 とトリニタリオの伝承と

を突き合わせ,後 者が前者に加えた解釈や変更に注目すれぽ,先 住民がビル トゥチの

事件をどのように受け止め,そ こからどのような教訓を引き出したかを解明できるか

もしれない。

　歴史資料と現在の伝承は,い ずれもビル トゥチの処刑を事件のかなめに位置づけて

いる。 トリニタリオの伝承は,紹 介 した4つ の証言の うち3つ が処刑の場面を詳 しく

描いてお り,殺 人の場面はほとんど無視されている。歴史資料 も同様に,事 件の社会

的意義が殺人よりも処刑にあることを示唆している。たしかに,ビ ル トゥチの殺人は

その残忍さにおいて際立 ってお り,そ れゆx社 会的注 目を集めた。 しかし,そ れ以上
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に彼の事件を記念碑的なものにしているのは,ベ ニ県最初の死刑判決であ り死刑執行

であるという事実なのである。

　実際,歴 史資料を検討するかぎり,ビ ル トゥチと トリニタリオとの接点は処刑の場

にしかない。ビルトゥチ 自身は トリニタ リオでないし,被 害者もそ うではない。彼を

裁いたのは白人の判事からなる白人の法廷である。証言③の語 り手が主張するように,

ビル トゥチが逃亡中 トリニタリオと接触 したというのは,あ りえないことではない。

しかし,こ のエピソー ドは他の証言にも歴史資料にも出てこない。 したがって,そ の

真偽を確認するすべはない。

　おそらく,ト リニダで行われたビル トゥチの公開処刑には,白 人のみならず大勢の

トリニタリオが詰めかけたのだろ う。後者は,初 めて目にするこの国家儀礼を多大の

関心を持って注視 し,そ れに心を動かされ,そ のあ りさまを後世に語 り伝えたのだろ

う。そうだとすれぽ,ト リニタ リオの伝承は,1906年 の事件の波紋の現在における名

残 ということになる。

　先に紹介した4つ の証言をもう一度検討 してみよう。すでに指摘したことだが,ト

リニタリオの伝承はビル トゥチの処刑の儀式性をよくとらえている。もっとも,そ の

儀式性は,彼 らの 「慣習」に合致するように解釈しなおされている。伝承では,処 刑

の舞台は駐屯軍の兵舎ではな く,カ トリックの祭礼が催される中央広場に移されてい

る。そして,死 刑囚と役人は,あ たかも聖人行列のように広場を一周させられている。

証言①の語 り手は,役 人が広場の四つ角で立ち止まり,見 物人に説教を垂れるとい う

ディテールまで付け加えている。実際,聖 人行列のお りには,一 行は広場の四つ角で

立ち止まり,祈 薦師が祈 りを唱え,楽 士が楽曲を演奏するのである。

　儀式のメッセージはどう伝わっているだろ うか。 トリニタリオは,ビ ル トゥチの銃

殺が単なる殺人ではな く処刑であること,す なわち公的権力が不正行為を犯 した者に

対 して一定の規則に則って加える処罰であることを十分理解 している。それゆえ,伝

承においてビル トゥチを抹殺す る主体は,「 カビル ド役人(cabildenos)」,「 警察

(policia)」,「警吏(guardia)」 など,公 的権威を帯びた者 とされている。 トリニタ

リオはまた,公 開処刑の意義 もよく理解している。それは,犯 罪者の処罰にとどまら

ず,一 般の人 々に対する見せ しめであ り,同 じ犯罪が繰 り返されないための予防処置

なのである。

　 トリニタリオが語るビル トゥチの処刑は,公 共性のみならず,宗 教性すら帯びてい

る。それは,宗 教的な意味での罪を背負った者を地獄に送るための手続きであ り,神

の審判の現世における予行なのである。伝承における役人とビル トゥチの対決は,カ
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トリックの教訓劇にしばしぼでてくる聖人と悪魔の対決を思わせる。植民地時代,宣

教師はキ リス ト教の教義を先住民にわか りやすく教えるため,宗 教的なモチーフの劇

を彼らのあいだに広めた。そのプロットのひとつが,聖 人と悪魔が対決し,前 者が後

者を打ち負かすことで信仰の勝利がたたえられるというものだった。実際,伝 承のな

かのビル トゥチは 「悪魔同然」の存在であ り,そ の悪魔性をいかんなく発揮 している。

彼は怪力の持ち主で,人 知を超越 し,不 死身の生命力を備えている。最後に彼が打ち

負かされたとき,人 々は邪術師に対 してそ うするように,通 夜 も十字架もなしにその

遺体を埋めた。地獄行きを約束 されている者に対して,カ トリックの祈 りは不要なの

である。

　それゆxに こそ,ビ ル トゥチの魂が救われたというトリニタリオの言明は,こ とさ

ら奇妙に思われる。彼の処刑は,公 共の秩序を乱 した者を処罰し,宗 教的罪人を地獄

に送るための正当な手続きだったはずである。ところが,ま さにその手続きの結果,

ビル トゥチの罪は清算され,彼 の魂は天国に行ってしまったとい うのである。いった

い,な にがどうまちがっていたのだろうか。

　 トリニタリオによれば,問 題はビル トゥチを銃で射殺 したことである。ナイフで刺

し殺すか,棍 棒で殴 り殺していれば,彼 はその罪にふさわ しく地獄に落ちていたはず

である。 ところが,銃 で射殺 したため,奇 妙な トリックにより,彼 の魂は救われ,彼

を処刑した者が彼の罪をかわ りに背負 うことになってしまった。銃のような火器で殺

された者はみな,罪 を清算されて清 くなり,殺 害者がその罪を背負うのである。

　火器が罪人を清めるという考えは,ト リニタリオのあいだで一般化 している。わた

しは,ビ ル トゥチの処刑以外のコンテクス トでも,こ の考えが表明されるのを聞いた

ことがある。1995年7月,イ シボロ=セ クレ地域の トリニダシ トで調査を していたと

き,ひ とりの男性がわた しに邪術師の殺 し方を説明してくれたis)0彼によれば,邪 術

師は猟銃などの火器で殺してはいけない。そ うすれぽ,邪 術師の魂は救われて天国に

行き,彼 を殺 した老が,彼 のかわ りに地獄に落ちてしまうのだから。それゆえ,邪 術

師は棒で殴 り殺すか,溺 死させなけれぽならない,と いうのである。

　それでは,な ぜ火器が罪人を清めるのだろうか。この点については,証 言②の語 り

手がわた しにたいへん明解な説明を して くれた。「火器(arma　 de　fuego)」 は 「火

(fuego)」 の一種であ り,そ れゆxそ れは,死 者が生前の罪を清める煉獄の炎と同じ

効果がある,と い うのである16)0火 と順罪の関係が理解できないわた しに対し,彼 は

子供に道理を説 くような口調でこう言った。「だからさ,火 だよ,カ ルメソの聖母が

守 っているあれだ よ。死んだ者はあそ こY'行 って,罪 を清めるのさ」。この説明を聞
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いたとき,わ た しは銃と賄罪の炎というトリニタリオにしか思いつかないだろう連想

に感嘆 し,目 か らうろこが落ちる思いだった。彼 らの考えでは,火 器で罪人を殺すこ

とは,通 常の死者が煉獄で長年かかって成 し遂げる賄罪を,い っきに達成 してしまう

のである。

　当然,火 器だけでな く,火 一般が同じ効果を持つ。実際,証 言②の語 り手は,殺 人

犯を銃で射殺するかわ りに,生 きたまま火で焼き殺 しても,そ の魂は救われる,と 主

張 している。さらに彼は,電 気椅子による処刑 も,も しかすると同じ効果があるかも

しれないと疑っていた。彼はサンタクルスに行ったとき,テ レビの番組で電気椅子に

よる処刑の模様を見たらしい。もし彼の説が正 しいとすれば,天 国にはさぞか し罪人

が多かろう。

　 もっとも,わ た しの考えでは,彼 の説明は全面的に満足のいくものではない。それ

は,ビ ル トゥチの伝承の本質の一端を開示 しているのだが,ひ とつ重要な要素を見落

としている。その要素とは,火 で殺された者の罪は消滅するわけではない,と い うこ

とである。彼 らの罪は,彼 らを殺 した者に転移するのである。それゆえ,現 世におけ

る火による順罪は,煉 獄でのそれと異な り,み せかけだけのいかさまということにな

る。罪は消えずに残 り,誰 かがその負債を負わねばならないのである。ひと り天国に

行くかわ りに,ひ とり地獄に落ちるのだか ら,天 国行きと地獄行きの収支決算に変わ

りはない。神の観点からすれば,帳 尻は常に合っているのである。

　そのように考えると,火 一般が罪を清算するという言明は,そ のまま受け入れるこ

とができなくなる。火で殺された者の罪は,殺 した者に転移するかぎ りで清算される

のだから,殺 人 という枠組みはあくまではずせないのである。野火に焼かれて死んだ

者の罪は,誰 も肩代わ りしてくれないだろう。それゆえ,火 器は煉獄の炎 と同じ効果

があるゆえビル トゥチは救われたとい う説明は,問 題の一面しか見ていない不十分な

ものなのである。

　 もっとも,証 言②の語 り手の説明は,あ る一点においてたいへんす ぐれている。す

なわち,彼 の説明は,殺 人犯の銃殺という世俗的な事象を順罪という宗教的な事象に

いっきに連結す るという離れ技をやってのけているのである。そ うすることで彼は,

ビル トゥチの伝承が実は裁きと救いをテーマにした宗教的な物語であることを,わ た

しに気づかせて くれたのである。

4.2　 国家に よる司法的正義の独 占

わたしの考えでは,ビ ル トゥチの伝承は,国 家が主催する処刑とい う罪の裁きをど
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のように受け止めるかとい うことにかかわっている。問題になっているのは,火 その

ものでも,火 を使 った殺人一般でもなく,処 刑という形式である。火で殺すことと罪

人の罪を清めることの接点は,そ こにしかない。さらに言えぽ,真 の問題は,処 刑そ

のものとい うより,処 刑とい う儀式を通 して表明される国家による司法的正義の独占

である。国家 こそが罪を裁き,そ れを赦すのだというメッセージこそ,1906年 にビル

トゥチの処刑を目撃 した トリニタリオにとって,決定的に新 しいものだったのである。

　おそらく,ト リニタリオの伝承において火が持つとされる罪を清める力は,処 刑 と

いう贋罪の儀式において発現される国家の権力が,銃 という象徴的な小道具に具象化

したものである。 ものを操る人間の作用が,も のそのものの作用に転化する具象化の

プPセ スは,伝 承の世界ではめずらしくないだろう。 ビル トゥチを処罰し,そ の罪を

赦 した銃は,国 家権力のフェティッシュなのである。

　一般に,近 代以降の西欧諸国の司法制度は,そ の他の諸社会の司法制度 と比較する

と,次 のふたつの特徴を備えている。

　 (1)私 人Y'よ る私的制裁の禁止。すなわち,国 家が裁判 と処罰の権利を独占し,

私人による自己救済や復讐,私 闘を禁止すること。

　 (2)司 法の脱宗教化。すなわち,国 家がいかなる宗教的権威にも依存せず,独 自

の基準に基づいて不正行為を裁 くこと。

　近代国家の司法制度は,私 人がみずからの判断で自分0'加 えられた侵害行為を裁き,

加害者に報復することを禁 じている。裁判と処罰の権利はあくまで国家の司法機関に

属 してお り,私 人V'は ない。後者は,自 分に対して不正行為が犯されたときでも,ま

ず国家機関の判断を仰ぎ,制 裁を代行してもらわねぽならないのである。実際,私 人

の自力救済が公的権力の存立を危 うくするという考えは,西 欧の社会思想の伝統の一

部である。この考えの古典的な表明は,た とえぽ,ト マス ・ホッブズの 『リヴァイア

サン』にみられる。ホッブズによれぽ,主 権者が保持する処罰の権利は,国 家を構成

する各人が 「かれら自身のもの[処 罰の権利]を 放棄することによって,主 権者が,

かれ ら全体の維持のために適当だ と思 う通 りに,かれ自身のものを用いるのを強めた」

ことの帰結なのである(ホ ッブズ1974:204-205)。

　近代国家の司法制度のふたつめの特徴は,そ の脱宗教性である。西欧における脱宗

教化の対象は,む ろんキ リス ト教である。キ リス ト教は,原 罪 と神の審判を教義の中

心に据え,十 戎をは じめとする固有の法を備えている。キ リス ト教はそれ自体ひとつ

の司法体系としての性格を帯びてお り,事 実,歴 史上の一時期にはそのようなものと

して機能 した。西欧諸国の司法制度はその基本的原理の多 くをキリス ト教に負ってい
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るのである。しかしながら,近 代以降,政 治は宗教 と異なる基盤の うえに自己を確立

するようにな り,そ の結果,キ リス ト教的司法はその適応範囲を来世に限定されるに

至 ったのである。

　世俗的国家による司法的正義のこのような独占は,近 代以降の西欧諸国で進行 した

プロセスであ り,西 欧の植民地主義的拡張を契機として,非 西欧にも波及したもので

ある。モホス地方においては,近 代的司法機構の確立は,ベ ニ県が創設された19世紀

中葉以降,重 要な課題として取 り組まれるようになった。前章で論 じたべニ司法管区

の整備は,そ の具体的あらわれである。司法制度の整備は,白 人の入植と彼らY'よる

政治経済の統御,お よび先住民の従属化と並行して進められた。とい うより,司 法制

度の整備それ自体が,白 人とその国家が先住民固有の罪の観念や裁きの様式,紛 争解

決の方法の有効性を否定し,一 切の司法的正義を自分たちの統御のもとに置こうとす

る試みだった。それゆえそれは,先住民の側からの否定的な応答を招かずにはいなかっ

たと思われる。

　それでは,モ ホス地方の先住民社会では,ど のような行為が罪とみなされ,ど のよ

うな裁きが下され,ど のような処罰が執行されてきたのだろうか。彼らの司法は,こ

れまで説明してきた近代国家の司法 とは,ど の点で異なっているのだろうか。

　現在の トリニタ リオの社会は,ボ リビア共和国の諸機構に組み込まれており,国 家

の司法機関の統制を受けている。 とりわけ,ト リニダやサ ソ・ロレンソ,サ ン・フラ

ソシスコなど,白 人 との共存を余儀な くされている集落では,裁 判と処罰の権利は白

人の手に握られている。殺人をはじめ,公 共の秩序を脅かす重大な犯罪は,警 察や裁

判所など白人社会の司法組織 が管轄 している。 もっとも,先 住民独自の司法も,国 家

司法の規制が及ばない領域でいまだ機能 している。 とくに,警 察が取 り上げない軽犯

罪や,邪 術のような先住民特有の犯罪は,先 住民の裁量に委ねられている。

　 トリニタリオのあいだで現在機能 している司法には,次 のふたつの形態がある。

　 (1)私 人による私的制裁

　 (2)先 住民の代表組織であるカビル ドによる公的制裁

　私人Y'よ る私的制裁は,目 には目を,歯 に歯を,を 基本原理に している。すなわち

それは,相 手から加えられた損害を相手に償わせる,ま たは同じ被害を相手に加xる

ことから成 り立っている。そのもっとも頻繁にみられる事例は,盗 みと邪術である。

　 トリニタリオのあいだで盗みが発生すると,ど うなるか。まず,盗 難の被害者は犯

人の身元を突き止めようとする。前述のように,犯 人を見つける方法はた くさんあ り,

それらはしぼ しば超自然的な力にかかわっている。犯人の身元が判明すると,被 害者
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は盗品の返却を要求し,返 却が不可能な場合には弁償を要求する。後者の場合,盗 品

と等価のものを譲 り渡すか,お 金がある場合にはそれで支払 うことが求め られる。要

求が拒まれると,被 害者はふたたび超自然的な力を使って圧力をかけた り,カ ビル ド

に仲介を依頼した りする。盗人が犯行を認めて弁償を済ます と,そ れで一件落着 とな

る。

　邪術の場合も同様である。原因不明の病気を患 う者や,不 可解な病気や事故で近親

者を亡 くした者は,霊 媒師に頼んで死者の霊を呼び出してもらい,病 気や死の原因を

聞き出す。原因が邪術にあるとわか り,邪 術師の正体が判明すると,被 害者は別の邪

術師を雇って,彼 らが受けたのと同じ被害を加害者に加えようとする。それゆえ,邪

術は次から次へと伝染する性質を持つ。邪術Y'よ る遺恨が幾重にも重なってしまうと,

紛争の解決はたいへんむずか しくなる。

　先住民組織のカビル ドは,私 人の私的制裁において,仲 裁機関の役割を果た してい

る。すなわち,当 事者が話 し合いで紛争を解決できないとき,双 方の訴えを聞いて,

両者が納得するような解決策を提案するのである。またカビル ドは,か つては共同体

全体の利益を代表する機関として,強 権的な制裁 も実施していた。現在のカビル ドは,

政治経済的役割の多 くを白人に奪われてお り,司 法機関として十全に機能 していると

はいいがたい。しか しかつては,ど この集落でも,カ ビル ドが治安維持を司っていた。

年輩の人々の話では,む かしのカビル ド役人はいまよりはるかに大きな権力を持 って

お り,常 時むちを携帯し,集 落を巡回して不正行為を犯した者を容赦なく処罰 したそ

うである17)。

　 トリニタ リオの証言では,む かしのカビル ドは,キ リス ト教的規範に基づいて不正

行為を取 り締まっていた。不正とみなされた行為は,殺 人や盗み,姦 通,怠 惰など,

十戎に反するものや七大罪に属するものである。そのほか,ミ サの最中に私語を交わ

す,聖 金曜 日の断食を守らないなど,宗 教的規律に背 く行為 も処罰の対象だった。そ

もそもカビル ドは,世 俗の機関であるのみならず,祭 礼執行を責務とする宗教的機関

でもあ り,そ の権威の大部分を宗教に依存している。カビル ド役人の任命は毎年1月

1日,司 祭の監督のもと教会で行われ,そ の権威を象徴する杖(vara)は キ リス トの

身体を表す といわれている。それゆえ,カ ビル ドの司法機能も,神 の道から逸れない

ように人々を監督 し,指 導することに存 していたのである。

　 このように,先 住民社会の司法は,西 欧諸国に由来する近代的司法 とは根本的に異

なる特徴を備えている。先住民の司法は私人の自己救済の権利を尊重 し,公 的機関に

は仲裁者としての役割を割 り振っている。それに対して,近 代的司法は私人の手から
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裁判 と処罰の権利を取 り上げ,そ れを国家機関に集中させようとする。また,先 住民

の司法はキ リス ト教的規範に全面的に依拠 してお り,そ れを現世において批准 してい

る。それに対 して,近 代的司法はキ リス ト教の影響を徹底的に排除し,宗 教に依存 し

ない公的権威を確立 しようとするのである。

　 ビル トゥチの処刑が行われた20世紀初めのモホス地方は,白 人植民者が持ち込んだ

近代的司法と先住民固有の司法が対峙する場だった。そして,ビ ル トゥ'チの処刑自体

は,白 人とその国家が同地方における裁判と処罰の権利を独占する意図を宣言するも

のだった。前述のように,彼 の刑事事件はべニ司法管区が初めて下 した死刑判決であ

り,初 めて執行した処刑だった。それゆえそれは,モ ホス地方における近代的司法機

構の確立を祝 う国家儀礼としての性格を備えていた。それは,そ れ以後国家が不正行

為を裁きJ処 罰を実行するとい うことの儀礼的表明だったのである。

　それでは,ト リニタ リオはこの国家儀礼を どのように受け止めたのだろうか。

　すでに述べたよう),YY,トリニタリオはビル トゥチの処刑を,私 人による復讐ではな

く,公 的権力による犯罪者の処罰であると正 しく理解している。実際,ビ ル トゥチの

処刑が被害者による私的制裁でないことは明白だった。彼を裁いたのは殺害されたモ

ソタルパンー家とはなんの関係もない人 々であ り,そ れらの人々は一家が殺されたこ

とで生 じた損害の賠償を彼に求めたわけではない。処罰の執行者は,私 人としてでは

なく,あ くまで公的権威の体現者として処刑を実行 したのである。

　 ところで,ト リニタリオにとって,公 的制裁 とは宗教的制裁以外のものではあ りえ

ない。宗教性を排 した公共性の概念は,彼 らには異質なものである。彼らはそれゆえ,

ビル トゥチの処刑を,罪 の償いと魂の救済 という宗教的な物語 として解釈せざるをえ

ない。その解釈に よれぽ,ビ ル トゥチはキ リス ト教的規範に背くような罪を犯したた

め,神 の権威のもと地上におけるその代理人により罪を償わされたのである。彼の銃

殺刑を煉獄の炎による贈罪 と同一視する証言②の語 り手の解釈は,そ のもっとも顕著

な例である。

　実際,ト リニタリオはビル トゥチの処刑が彼の 「罪(pecado)」 を裁 くものである

と明言 している。「罪」という概念は,私 的制裁にかかわるものではなく,公 的制裁

にかかわるものである。侵害行為の加害者が被害者に対 して 「罪」を負 うことはあ り

えない。そのことは,加 害者が被害者に弁償を済 ませても彼らの 「罪」は消えないこ

とから明らかである。「罪」とはあくまで道徳や法律のような絶対的基準V'照 らして

不正と判断された行為にかかわるものなのである。また,ト リニタ リオの伝承が言及

するビル トゥチの 「罪」は,あ くまでキ リス ト教的な意味で解釈 されるべきであ り,
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近代的司法におけるように,反 公共性という脱宗教的な意味で解釈されるべきではな

い。なぜならそれは,彼 の魂の救済に直接かかわ っているのだから。

　 しかしなが ら,こ のような宗教的解釈にそぐわない要素が,ビ ル トゥチの処刑には

ある。それは,罪 人の罪を裁き,赦 しを与える主体が,神 の代理人である司祭やカビ

ル ドではなく,白 人の役人である,と い う事実である。後者は,ト リニタリオにとっ

て,無 信仰の代名詞のような存在だった。当時のモホス地方の白人植民者は,ト リニ

タリオの 「慣習」を時代おくれの迷信であ り,彼 らの進歩を妨げる障害物であるとみ

なして,攻 撃を加xて いた。たとえば,19世 紀末には,ベ ニ県庁が トリニダの先住民

がカ トリックの祭礼を祝 うことを禁止 したため,多 くの者が反発 して町を去 り,マ モ

レ川以西のサバソナに移住するとい う事件が起きているis)0それから1世 紀以上たっ

たわたしの調査時でも,年 輩の トリニタリオは,白 人が彼らの 「慣習」をあざわらい,

その遵守を妨害 してきたことを繰 り返し語っている。

　たしかに,ビ ル トゥチの処刑において,教 会の関与がまったくなかったわけではな

い。先に紹介 した 『ラ・デモクラシア』の記事によれば,死 刑囚には司祭が付き添い,

彼らの魂の救済のために祈 りを唱えている。 もっとも,そ れはあくまで付け足 しにす

ぎない。白人の判事が下した判決,駐 屯軍の兵舎への囚人の監禁,兵 隊による死刑執

行,医 師による死亡宣言,役 人の演説,そ れ らすべてが,処 刑の儀式は白人の官僚と

軍人が演出したものであ り,そ こでは彼ら自身が主要な登場人物を演 じているという

ことを示していたのである。

　結論を述べ よう。わたしの考えでは,ト リニタリオに とっての1906年 の事件の衝撃

は,白 人とその国家が罪を裁 く者として神にな りかわろうとしている,と いう点に存

していた。 トリニタリオにとって,罪 を裁 く権利は神のみb'属する。人間ができるこ

とは,神 の裁 きを現世において批准することであ り,さ もなけれぽ,加 害者から被っ

た被害を相手に償わせることである。しかし,ビ ル トゥチの公開処刑は,そ れ以後国

家が人間の罪を裁き,処 罰を下すのだとい うことを高らかに宣言 していた。それゆえ

その処刑は,ト リニタリオには,神 の占有事項に手を出す許しがたい越権行為 と映っ

たのである。

　だからこそ,ビ ル トゥチを裁こうとする白人の試みは失敗するのである。彼 らの失

敗は二重である。第一に,彼 らの裁きは殺人犯を地獄に落 とすかわ りに天国に送 り込

んでいる。第二に,殺 人犯の罪は清算されずに残っている。一見すると,ビ ル トゥチ

は順罪の炎に焼かれるかわ りに銃弾を浴び,そ うすることで,そ の罪を清算したかに

みxる 。しかし,実 際には彼の罪は消滅せず,国 家の代理人である死刑執行人に転移
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している。地獄に落ちたのは,不 遜にも神の占有事項に手を出す とい う危険な火遊び

をした国家の側なのである。国家の裁きは,所 詮人間の裁きであり,神 が司る世の中

の秩序を変えることはできない。ビル トゥチはたしかに天国に行ったが,死 刑執行人

が彼にかわって地獄に落ちた。それゆx,天 国行きと地獄落ちの収支決算になんら変

更はないのである。

　要するY',白人とその国家が演出したビル トゥチの公開処刑は,ト リニタリオにとっ

て,神 の裁きのパロディーであ り,そ の失敗 した模倣なのである。白人は不遜にも神

にな りかわって人間の罪を裁こうとした。しかし,罪 を裁 く権利は神のみに属するも

のであ り,彼 らの行為は身のほど知らずの越権行為にほかならない。それゆえ,そ の

試みは当然のごとく失敗 し,彼 らはそのつけを支払わねぽならな均・ったというわけで

ある。

5.お 　 わ 　 り　 に

　本稿の目的は,「 カラヤナ」で 「人殺 し」であるビル トゥチが,な にゆえ トリニタ

リオの降霊術にやってくるのかとい う謎を解 くことだった。ボリビア ・アマゾソの一一

村落でたまたま耳にした伝承から,近 代国家における集権的司法機構の確立まで,寄

り道や迂回を含めてずいぶん長い道の りを辿ったが,最 終的に,ビ ル トゥチにまつわ

る疑問におおむね納得のい く解答を与えることができたであろう。

　前述のように,ビ ル トゥチが トリニタ リオの降霊術にやってくるのは,彼 が共同体

から排除された存在だか らである。殺人者として指弾され,処 刑とい う暴力的手段に

より社会から放逐 された彼は,誰 ひとりとして彼のことを思い出し,祈 りを捧げて く

れる者を持たない。そのため彼は,ト リニタリオと契約を結び,盗 人の身元を突き止

め,紛 失物を見つけ出す仕事を請け負ったのである。そして,そ の代償 としてキリス

ト教の祈 りを受け取 り,魂 の浄化を果たそ うとしているのである。

　 もっとも,前 章の分析が示しているように,ト リニタリオとビル トゥチとの関係は,

一対一の閉 じたものではない。そこには,白 人とい う第三者が関与している。白人の

存在は,ト リニタリオの伝承では明白に示されていないが,そ の不在自体が実は重要

なのではないかと,わ たしは考え ている。

　 ビル トゥチはもともと白人社会の一員だったが,殺 人者 として処刑され ることで,

彼らの社会から暴力的に排除された。白人と彼らの国家は,正 義の裁定者 として神に

な りかわ り,罪 人のビル トゥチを地獄に送 り込もうとした。 しかし,神 ならぬ彼らは
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その試みY'失 敗 し,み ずからが地獄に落ちてしまった。地獄に落ちるはずだったビル

トゥチは,白 人たちが彼の罪をかわ りに引き受けて くれたおかげで,思 いがけず天国

に行くことになった。他方,ト リニタリオは,魂 の浄化のために祈 りを必要とするビ

ル トゥチと利害の一致をみた。そ して,彼 にキ リス ト教の祈 りを捧げてやるかわ りに,

盗人の身元を突き止め,盗 品を取 り戻す仕事を彼V'請 け負わせた。 トリニタリオはビ

ル トゥチと契約を結び,社 会から逸脱した存在だった彼を,ふ たたび魂の救済へ至る

道に復帰させたのである。

　こうしてみると,ビ ル トゥチという存在は,ト リニタ リオが白人とのあいだに対照

的な関係を取 り結ぶための媒介項の役割を果たしていることがわかる。 トリニタリオ

は ビル トゥチと契約を結び,彼 が天国に行けるように後押 ししているが,実 は彼の天

国行きは,彼を排斥した白人社会全体の地獄落ちを前提にしているのである。ビル トゥ

チが地獄に落ちるべき悪魔的存在なら,そ の悪魔を降霊術で呼び出し,彼 と契約と結

ぶ トリニタリオも,地 獄落ちを免れないだろう。しかし,ビ ル トゥチの罪が清算され,

その魂が天国に行けるのなら,そ れは,彼 の罪を肩代わ りした白人とその国家が,神

にな りかわろ うとした越権行為ゆえに地獄に落ちるからなのである。つまり,ト リニ

タ リオと白人は,ビ ル トゥチという存在を媒介にして,天国行きと地獄落ちのシーソー

ゲームを競っているのである。

　前述のように,ビ ル トゥチという白人の殺人者の記憶を,ト リニタリオの現在の用

に役立てることを思いついたのは,ア ンヘラ・カユワである。おそらく,彼 女以前に

も,ト リニタリオのあいだでビル トゥチのことが知られてお り,彼 の魂の救済が信 じ

られてはいただろう。しか し,彼 の魂を呼び出し,盗 人探 しをさせようという発想は,

いまだなかったのではあるまいか。

　アンヘラ・カユワはサソ ・ロレソソに生まれ,そ こで降霊術を行 っていたが,彼 女

の術を悪魔崇拝 とみなす白人から度重なる迫害を受け,町 を去って放浪の生涯を送る

ようになった。アンヘラがビル トゥチに注目す るvy至ったのは,彼 女のこうした経歴

と関係しているかもしれない。つまり彼女は,ビ ル トゥチを媒介にして,白 人が彼女

に投げつけた非難を,白 人自身に投げ返そ うとしたのか もしれない。白人は彼女が呼

び出す霊を悪魔呼ばわ りし,彼 女の降霊術を悪魔崇拝 として指弾する。しかし,彼 女

に してみれば,降 霊術にやって くる霊こそ天国行きを約束されてお り,や ってくるこ

とができない霊は地獄で悪魔に責め苛まれているのである。それゆx,ビ ル トゥチの

みが降霊術にやって くることは,彼 以外の大勢の白人が死後,地 獄に落ちたにちがい

ないことを示 しているのである。ビル トゥチは降霊術にや ってくるたったひとりの白
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人 で あ り,し か も 白人 社 会 か ら地 獄 落 ち を 宣 言 され た者 で あ る。 そ の彼 だ け が 救 済 さ

れ た とい うこ とは,そ の他 の 白人 の地 獄 落 ち を 証 明 して い る の であ る。

　 ビル トゥチ とい う存 在 が ア ンヘ ラ ・カ ユ ワの,そ して そ の他 大勢 の ト リニタ リオの

心 を捉 えた のは,こ う した 理 由 か らだ と思 わ れ る。 実際,キ リス ト教 の祈 りを求 め て

降 霊術 にや っ て くるた だひ と りの信 心 深 い 白人 が,実 は 人殺 しであ り,そ の他 の 白人

に よ り地 獄 に放 逐 され た 者 だ った とい うのは,な ん とい う痛 烈 な皮 肉 だ ろ うか。

　 1990年 代 中葉 に わ た しが 調 査 を 行 った と き,ア ンヘ ラ ・カ ユ ワは す で に亡 く,彼 女

の後 を継 い で降 霊 術 を行 う者 もい な か った 。 降 霊 術 の記 憶 は い まだ 生 々 しか った が,

多 くの ト リニ タ リオが そ の真 実 性 に疑 い をは さ ん でい た の も事 実 であ る。 白人 の居 住

区 域 か ら遠 く離 れ た べ ニ県 南 部 の イ シボ ロ=セ ク レ地 域 で は,キ リス トが ト リニタ リ

オの た め に用 意 した 「聖 地(tierra　 santa)」 を 探索 す る メ シ ア ニズ ム運 動 との 関 連 で,

幼 女 の 霊媒 師 が数 名 い る といわ れ て い る。 しか し,彼 女 らの方 法 は これ まで 述 べ て き

た もの とは大 き く異 な って お り,死 者 の霊 も呼 び 出 され る こ とは な い19)0

　 歴 史 を振 り返 る と,ト リニ タ リオの 降霊 術 は,少 な くと も1世 紀 は 続 い て きた こ と

が わ か る。16世 紀 の スペ イ ソ人 到 来 以前 の類 似 の慣 習 は 別 と して,彼 ら の降 霊 術 が最

初 に は っ き りそ れ とわ か る か た ち で 記 録 に 見 出 され る の は,19世 紀 末 の こ とで あ

る20)0そ れ か ら1世 紀 あ ま り,さ ま ざ まな紆 余 曲 折 は あ った だ ろ うが,降 霊 術 は常 に

存 続 して きた と思わ れ る。少 な く とも,ア ソヘ ラ ・カ コーワが 死去 す る1980年 代前 半 ま

では 。 今 後,ト リニタ リオ の あ いだ で 死 者 の 霊 が ふ たた び 呼 び 出 され る機 会 が 来 るか

ど うか,彼 らの 「慣 習 」 の急 激 な変 化 を 思 うと,否 定 的 にな ら ざる を え な い。

　 わ た しの イ ソ フ ォー マ ソ トの ひ と りは,ア ソヘ ラが 白人 の 迫 害 を受 け てサ ン ・ロ レ

ソ ソを 去 った 後,も はや 誰 も ビル トゥチ の こ とを 思 い 出 さず,彼 の頭 蓋 骨 を掘 り出 し

て 「施 し」 を 行 うこ と もな くな った,と 述 べ て い る21)0「そ れ で,彼[ビ ル ト ゥチ]

の義 務 も終 わ りに な った の さ」,と 彼 は言 って い た 。 も っ と も,彼 は付 け 加 え て,た

とえ トリニ タ リオが ビル トゥチ を 忘れ て も,ビ ル トゥチ は トリニ タ リオ を忘 れ ず,ふ

た た び 「施 し」 を 受 け るべ く,い ま も呼 び 出 しを 待 って い る,と も言 って い た。 ビル

トゥチ は,霊 媒 師 が い な くな った現 在 で も,ト リニ タ リオ がふ た た び彼 の こ とを思 い

出 し,彼 の霊 を 呼 び 出 して くれ るの を辛 抱 強 く待 ち 続 け て い る ので あ る。

　 は た して,そ の 日が いつ か 来 る こ とは あ るだ ろ うか 。 あ る とす れ ば,そ れ は,歓 迎

す べ き こ とな のだ ろ うか。 そ れ と も,憂xる べ き こ とな の だ ろ うか 。 わ た しに は答x

が 出 せ そ うにな い。
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注

1)サ ソ ・ ロ レ ン ソ(ベ ニ 県 モ ホ ス 郡)在 住 の55才 の 女 性 の 証 言 。 イ ン タ ヴ ュ ー が 行 わ れ た 場

　 所 と 日 時 は 以 下 の と お り。San　 Lorenzo,11/II/1996.

2)　 ト リ ニ タ リ オ は 「ビ ル ト ゥ チ 」 と呼 ん で い る 。 歴 史 資 料 の 表 記 は,Bertuchi,　 Vertuchi,　 Bir-

　 tuchi,　 Virtuclu,　 Bertucheな ど さ ま ざ ま で あ る 。本 稿 で は ビ ル ト ゥ チ(Virtuchi)で 統 一 す る 。

3)　 ア ソ デ ス 高 地 の 殺 人 鬼 の 伝 承 に つ い て は,以 下 を 参 照 せ よ 。 加 藤1991;Morote　 Best

　 1988:153-177;Wachtel　 1992:71-132.

4)類 似 の 伝 承 は ラ テ ソ ア メ リカ に 広 く分 布 し て い る 。Barnadas　 1990:169-184;Morote　 Best

　 1988:179-239を 参 照 せ よ 。

5)サ ソ ・ ロ レ ン ソ在 住 の55才 の 女 性 の 証 言 。San　 Lorenzo,28/II/1996.

6)サ ソ ・ ロ レ ソ ソ在 住 の68才 の 女 性 の 証 言 。San　 Lorenzo,4/III/1996.お よ び,サ ソ ・ ロ レ

　 ン ソ在 住 の45才 の 男 性 の 証 言 。San　 Lorenzo,4/III/1996.

7)　　San　 Lorenzo,26/II/1996.

8)El　 Trabajo(Santa　 Cruz),no.101,23/1/1907.　 La　 Democracia(Trinidad)の 記 事 の 引 用 。

9)ベ ニ 県 の 歴 史V'つ い て は,以 下 を 参 照 せ よ 。Block　 1994:149-173;Carvalho　 Urey　 l975;

　 1983:26-50;Greever　 1987:31-112;Limpias　 Saucedo　 1942;Rene-Moreno　 1974:11-85.

10)1887年 の 事 件 に つ い て は,Arteche　 1989;Rene-Moreno　 1974:75-80,388-391;Suarez

　 1887を 参 照 せ よ 。 ま た,Los　 Debates(Sucre),　 El　 Heraldo(Cochabamba),　 La　 Ley(Santa

　 Cruz),La　 Estrella　 del　Oriente(Santa　 Cruz)の 各 紙 に も,関 連 記 事 が 豊 富 に あ る 。

11)　 El　Beni(Trinidad),no.26,11/XI/1906.

12)　 El　Trabajo(Santa　 Cruz),no.70,6/X/1906.　 Ibid,　 no.101,23/1/1907.

13)　 La　 Democracia(Trinidad),no.396,29/IV/1911.

14)　 La　 Abeja(Santa　 Cruz),no.277,18/1/1907.

15)　 ト リニ ダ シ ト在 住 の61才 の 男 性 の 証 言 。Trinidacito,22/VII/1995.

16)　 　San　 Lorenzo,29/II/1996.

17)　 ト リ ニ ダ シ ト在 住 の 推 定 年 齢70才 の 男 性 の 証 言 。Trinidacito,9/VII/1995.お よ び,ト リ ニ

　 タ シ ト在 住 の61才 の 男 性 の 証 言 。Trinidacito,10/VII/1995.

18)　 El　Heralclo(Cochabamba),no.1179,16/IV/1887;El　 Pueblo　 Cruceno(Santa　 Cruz),no.7,

　 26/XI/1887.

19)　 「聖 地 」 探 索 運 動 に つ い て は,Riester　 1976:309-339を 参 照 せ よ。 こ の メ シ ア ニ ズ ム運 動

　 に つ い て は,機 会 を 改 め て 本 格 的 に 論 じ る つ も り で あ る 。
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20)　 Los　 Debates(Sucre),no.117,10/XI/1887.

21)サン ・ ロ レン ソ在 住 の57才 の 男 性 の 証 言 。San　 Lorenzo,26/II/1996.
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